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第１章 計画の基本的な考え方            

 

１. 計画策定の背景と趣旨 

 近年、障がいのある方の高齢化と障がいの重度化が進む中で、障がい福祉のニーズはま

すます複雑多様化しており、障がいのある方が、地域で安心して生活できるまちづくりが

求められています。また、障害者基本法の理念にのっとり、障がいの有無によって分け隔

てられることなく、障がいのある方もない方も相互に人格と個性を尊重し合うことが求め

られています。 

 国は、平成２５年４月に障害者自立支援法を改正し、障がいの定義に難病等を追加し、

地域社会における共生の実現に向けて、障がいのある方の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以

下「障害者総合支援法」という。）を施行しました。平成２８年５月には、障がい福祉サ

ービス及び障がい児通所支援の拡充等を内容とする「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が成立し、障がいのあ

る方の望む地域生活の支援の充実、障がいのある子どもへの支援ニーズの多様化に対し、 

きめ細かな対応等を図ることとしています。 

 また、平成２６年１月には「障害者の権利に関する条約」に批准し、平成２８年４月に、

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とした

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）

が施行されています。 

 本町においても、障がい福祉、高齢福祉、子ども・子育て支援等に関する各制度の成熟

化が進む一方で、人口減少、家族・地域社会の変容などにより、地域のあらゆる住民が役

割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福

祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現が求め

られています。昨今では、支援が必要な場合であっても、個人や世帯単位で複数分野の課

題を抱え、複合的な支援を必要とする状況もみられ、年齢を重ねて多様な生活課題を抱え

ても総合的な支援を受けやすくする必要性も生じてきています。 

 このような状況の中で、障がいのある方やその家族の多様なニーズを踏まえ、法制度や

社会情勢の変化に対応するため、新たに「第７期白老町障がい福祉計画」、「第３期白老町

障がい児福祉計画」を策定します。 
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白
老
町
地
域
福
祉
計
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２．計画の性格及び位置づけ 

（１）第７期白老町障がい福祉計画の位置づけ 

   障がい福祉計画は、障害者総合支援法（第 88 条第 1 項）に位置づけられている障 

がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給 

付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための行動計画です。 

 障がい福祉計画は、障がい者計画の中の生活支援施策について、各年度における障 

がい福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要な量の見込、見込量確保のための方策、 

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関することを定めるものです。 

 

（２）第３期白老町障がい児福祉計画の位置づけ 

   障がい児福祉計画は、児童福祉法（第３３条の２０第１項）に位置づけられている、

障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制を確保するための行動計画です。

各年度における提供体制に係る目標、サービス種類ごとの必要な見込量及び必要な見

込量の確保のための方策を定めるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者総合支援法 

障害者基本法 健康しらおい２１計画 

白老町子ども・子育て支援事業計画 

白老町男女共同参画推進計画 

白老町高齢者保健福祉計画 

白老町介護保険事業計画 

白
老
町
総
合
計
画 

白老町障がい福祉計画 

白老町障がい者福祉計画 

白
老
町
地
域
福
祉
実
践
計
画 

（
社
会
福
祉
協
議
会
） 国の関連計画・道の関連計画 

児童福祉法 

白老町障がい児福祉計画 
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３．計画における対象者 

 本計画において、障がいのある方の範囲を、手帳の有無にかかわらず「身体障がい、 

知的障がい、精神障がい」のある人、難病等の人、自立支援医療制度の制度を受けている

人、療育の必要な児童など、日常生活や社会生活において、何らかの障がい福祉に関する

サービスや支援を必要とする人とします。 

 

４．計画の期間 

 「第７期白老町障がい福祉計画」及び「第３期障がい児福祉計画」の期間は、令和６年

度（202４年）から令和８年度（202６年）までの３年間とします。 

 なお、計画期間内にあっても、今後の社会経済情勢や国の施策の変化等に柔軟に対応す

るため、計画の進捗状況等を点検しながら必要に応じ、計画の一部修正を行います。 

 

年 度 

計 画 

Ｒ３ 

(2021) 

Ｒ４ 

(2022) 

Ｒ５ 

(2023) 

Ｒ６ 

(2024) 

Ｒ７ 

(2025) 

Ｒ８ 

(2026) 

白老町障がい者福祉計画 

      【第４期】 

      

白老町障がい福祉計画 

      【第７期】 

      

白老町障がい児福祉計画 

      【第３期】 

      

 

５．計画の策定体制 

 この計画の策定にあたっては、健康福祉課・子育て支援課を中心とする行政機関内部の

連携を取るとともに、学識経験者や障がい者関係団体代表者及びサービス事業者の構成員、

並びに地域の代表者による「白老町地域自立支援協議会」を開催し、幅広い意見を集約し

ました。 

 また、地域福祉に関する意識やニーズ把握のための障がいのある町民へのアンケート調

査、サービス事業者へのアンケート調査、障がい者福祉団体への聞き取り調査の結果を踏

まえ策定いたしました。 
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第２章 障がいのある方の状況            

 

１ 人口の推移と推計 

   本町の人口は、平成３０年に１万７千名を割り、令和５年１０月末時点では、 

１５，４８５名と減少しています。人口推移の見通しでは、令和８年には１３，８６

２名に減少するとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*各年度３月末数値（令和５年度は１０月末現在数値） 

 

 

＜年齢別にみた白老町の人口の現状と推計＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和２年度は３月末数値、令和５年度は１０月末数値、令和８年度は国立社会保障・人口 

 問題研究所推計より 
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（65 歳以上） 

（15 歳～64 歳） 

（14 歳以下） 
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２ 障がい者数の推移と推計 

（１）身体障がい者数の推移 

  身体障害者手帳保持者数は、人口減とともに年々減少しており、令和２年度と 

令和５年度の比較では、１１３名減少しています。 

また、令和５年１０月末時点で、８１．４％が６５歳以上の高齢者となっています。 

 

＜身体障害者手帳保持者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*各年度３月末の数値（令和５年度は１０月末の数値） 

 

＜身体障害者手帳保持者数年齢別内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10歳未満

0.1%

10-19歳

0.6%

20-29歳

0.3%

30-39歳

1.6%
40-49歳

2.1%
50-64歳

13.9%

65歳以上

81.4%

身体障害者手帳保持者数

N=1,007 

【令和 5 年度】

N=1,329 
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1,175
1,122 1,120 1,092

1,040 1,007

身体障害者手帳保持者数

年齢区分 人数
10歳未満 1
10-19歳 6
20-29歳 3
30-39歳 16
40-49歳 21
50-64歳 140
65歳以上 820
合計 1,007
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（２）知的障がい者数の推移 

  療育手帳保持者数は令和２年度から令和５年度の比較では１１名増加しており、 

若干増加で推移しています。 

  他の身体・精神障がい者と比較すると、手帳保持者の年齢層が若く、令和５年１０

月末時点で、４０歳未満が１２１名と全体の４５.５％となっています。 

 

＜療育手帳保持者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*各年度３月末の数値（令和５年度は１０月末の数値） 

 

＜療育手帳保持者数年齢別内訳＞ 
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療育手帳保持者数

10歳未満

2.6%

10-19歳

15.8%

20-29歳

12.8%

30-39歳

14.3%
40-49歳

21.1%

50-64歳

22.6%

65歳以上

10.9%

療育手帳保持者数

【令和５年度】

N=1,329 

N=266 

年齢区分 人数
10歳未満 7
10-19歳 42
20-29歳 34
30-39歳 38
40-49歳 56
50-64歳 60
65歳以上 29
合計 266
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（３）精神障がい者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳保持者数は、令和２年度から令和５年度の比較では 25 名 

増加しており、令和５年１０月末時点で１１８名となっています。 

 

＜精神障害者保健福祉手帳保持者数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*各年度３月末の数値（令和５年度は１０月末の数値） 

 

 

＜精神障害者保健福祉手帳数年齢別内訳＞ 
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精神障害者保健福祉手帳保持者数

10歳未満

0.0%

10-19歳

0.0%
20-29歳

8.5%

30-39歳

15.3%

40-49歳

20.3%50-64歳

32.2%

65歳以上

23.7%

精神障害者保健福祉手帳保持者数

N=118 

【令和５年度】

N=1,329 年齢区分 人数
10歳未満 0
10-19歳 0
20-29歳 10
30-39歳 18
40-49歳 24
50-65歳 38
65歳以上 28
合計 118
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（４）発達障がい者数の推移 

 発達障がい者は本人および周囲も「発達障がい」に気づいていない方も多くおり、厚

生労働省が行った「平成２８年生活のしづらさなどに関する調査」によると、医師から

発達障がいと診断された人は、全国で４８万１千名と推計されています。 

 このうち、身体障害者手帳保持者の割合は７６．５％となっているほか、診断された

方の日中の過ごし方の状況を見ると、６５歳未満では「学校に通っている」が３６．９％

ともっとも高く、「家庭内で過ごしている」３２．０％、「障がい者通所サービスを利用」

２３．０％、「障がい児通所施設」１９．７％などとなっています。 

 身体・知的障がいのような手帳制度がないため、全数は把握されていません。 

 

 

（５）難病者〈特定医療費受給者証所持者〉の推移 

 原因が不明で治療方法が確立していない難病について、特定医療費(指定難病)受給者

数の年次推移をみると、近年は１８０～１９０名前後となっています。 

令和５年１０月末現在では、１８２名となっています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*各年度３月末の数値（令和５年度は１0 月末現在の数値） 

*平成２７年１月より５６疾患から１１０疾患へ、平成２７年７月から３０６疾患 

へ、平成２９年４月から３３０疾患へ、平成３０年４月から３３１疾患へ、令和 

元年７月から３３３疾患へ、令和３年１１月から３３８疾患となり、ここ数年で 

追加された疾病の中には、遺伝性の希少難病も多く含まれ対象者が拡大していま 

す。 

*平成２７年１月より名称が特定疾患医療受給者証から 特定医療費（指定難病） 

受給者証へ変更されています。 
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（６）町内障がい福祉サービス事業の整備状況           

サービス種類 事業所名 
定員(人) 

R5.10末時点 

定員(人) 

R2.10 時点 

訪
問
系
サ
ー
ビ
ス 

居宅介護 

(ホームヘルプ) 

 

白老町社協ホームヘルパーステーション － － 

訪問介護どんぐり － － 

訪問介護ふくろう － － 

重度訪問介護 訪問介護どんぐり － － 

訪問介護ふくろう － － 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

生活介護 北海道リハビリテーションセンター療護部 ５０ ５０ 

北海道リハビリテーションセンター ６０ ６０ 

ポプリ ２０ ２０ 

愛泉園 ２０ ２０ 

みらいえ ４０ ４０ 

社台福祉園 ５５ ５５ 

社台やわらぎ園 ４５ ４５ 

フロンティア ２０ ２０ 

ファミリーライフしらおい ２０ 未設置 

つなぐプラス １０ 未設置 

就労継続支援（Ａ） 北海道きのこファーム ２０ ２０ 

就労継続支援（Ｂ） ポプリ ４０ ４０ 

フロンティア ２０ ２０ 

つなぐプラス １０ 未設置 

児童発達支援 白老町子ども発達支援センター １０/日 １０/日 

ｍａｎａしらおい教室 １５/日 １０/日 

ｍａｎａイコロ教室 １５/日 未設置 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 白老町子ども発達支援センター １０/日 １０/日 

ｍａｎａしらおい教室 １５/日 １０/日 

ｍａｎａイコロ教室 １５/日 未設置 

短期入所 

(ショートステイ) 

北海道リハビリテーションセンター 空床型 空床型 

地域生活支援センター あぷろ １/日 １/日 

短期入所事業所 かのん ３/日 ３/日 

社台やわらぎ園 ３/日 ３/日 

居
住
系
サ
ー
ビ
ス 

共同生活援助 

(グループホーム) 

地域生活支援センターあぷろ ９８ ９８ 

ほのぼの荘、そよ風、あおぞら、こもれび ３９ ３８ 

しおさい １２ １２ 

施設入所支援 北海道リハビリテーションセンター療護部 ５０ ５０ 

北海道リハビリテーションセンター更生部 ４０ ４０ 

社台福祉園 ５０ ５０ 

社台やわらぎ園 ４０ ４０ 
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第３章 第７期白老町障がい福祉計画          

１ 障がい福祉サービス及び相談支援の提供体制について 

  障がい者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障がい 

 者等が必要とする障がい福祉サービスその他の支援を受けつつ、その自立と社会参加 

 の実現を図っていくために、提供体制の整備を進めます。 

 

 

（１）障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

 障がい福祉サービスの対象となる障がい者等の範囲を身体障がい者、知的障がい 

者及び精神障がい者並びに難病患者等となっている。また、発達障がい者及び高次脳 

機能障がい者については、従来から精神障がい者に含まれていることや、難病患者等 

についても、障害者総合支援法に基づく給付の対象となっていることの認識が広く進 

んでいないことから、その旨の周知を図っていきます。 

 

 

 

（２）入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課 

題に対応したサービス提供体制の整備 

  障がい者等の自立支援の観点から、入所等から地域生活への移行、地域生活の継続 

 の支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がい者等の生 

活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援の拠点づくりＮＰＯ等 

によるインフォーマルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体 

制の整備を進めます。 

 また、地域生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援 

等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、 

グループホームへの入居等の体験機会や緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・ 

養成・連携等による専門性の確保に努めていきます。 
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（３）地域共生社会の実現に向けた取組 

  地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮 

らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け、包 

括的な支援体制の構築の推進に取組ます。 

 また、次に掲げる支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の活用も含めて 

検討し、体制整備を進めます。 

 

① 属性にかかわらず地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多機 

関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を 

備えた相談支援 

 ② ①の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など多様な社会参加に向けた 

支援 

 ③ ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能 

   及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保機能を備えた支援 

 

 

（４）障がい福祉人材の確保・定着 

障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障がい福

祉サービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提

供体制の確保と併せて、それを担う人材の確保・定着を図る必要性があります。その

ために、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福祉の現

場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、

町と事業所等が協同し人材確保に向けた取組を進めます。 

 

 

（５）障がい者等に対する虐待の防止 

 町において虐待防止センターを中心として、虐待の未然の防止、虐待が発生した場 

合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等の取組を行っています。指定障がい福祉サー 

ビス事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、虐待防止委員会の設置、 

従業者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じな 

ければなりません。常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、虐待事案の未然防 

止及び早期発見のために、町と事業所等の連携をより一層進めていきます。 
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２ 障がい者福祉サービス等の実績・見込み量 

 第６期障がい福祉計画（令和３～５年度）の見込み量と実績値を比較、検証し、第７

期障がい福祉計画におけるサービス量を見込みます。 

 

１ 訪問系サービス 

（１）居宅介護《ホームヘルプ》 

居宅での入浴、排せつ、食事の介護など生活全般にわたる援助を行います。 

      （単位：上段 月延べ時間、下段 月利用実人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
400 時間 400 時間 400 時間 300 時間 300 時間 300 時間 

18 名 18 名 18 名 18 名 18 名 18 名 

実績 
334 時間 273 時間 257 時間 − − − 

17 名 16 名 16 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

見込量よりも下回りほぼ横ばいの人数で経過しています。今後も著しい増加は予測さ

れませんが、現在在宅で利用されている方は、これからも利用が継続されることが見込

まれるので、現状を基にした見込量としました。 

 

 

（２） 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者の常に介護を必要とする方に自宅で入浴、排せつ、食事の介護 

から外出時の移動支援までの総合的なサービスを行います。 

（単位：上段 月延べ時間、下段 月利用実人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
150 時間 150 時間 150 時間 150 時間 150 時間 150 時間 

1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 

実績 
0 時間 0 時間 0 時間 − − − 

0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

今まで実績はありませんでした。平成３０年度法改正により、重度訪問介護の訪問先

が拡大され、入院中の医療機関も含まれています。今後、利用が見込まれる可能性があ

るため、前計画と同数としました。 
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（３） 同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方の外出時に同行し、移動の援護、 

また、その他の外出時に必要な援助を行います。 

         （単位：上段 月延べ時間、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 

1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 1 名 

実績 
0 時間 0 時間 0 時間 − − − 

0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

白老町内では、同行援護を利用できる居宅介護事業所はありませんが、町外のグルー

プホーム等に入居している方が必要時に利用されることがあります。 

今後も町外での利用が見込まれることから、前計画と同数としました。 

（現在、町内利用者は居宅介護の移送支援を利用しています） 

 

 

 

 

（４） 行動援護 

行動上著しい困難を有する人で常時介護を要する方に、危険回避のため必要な援護や 

外出時の移動の支援等を行います。 

（単位：上段 月延べ時間、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 15 時間 

2 名 2 名 2 名 2 名 2 名 2 名 

実績 
0 時間 3 時間 4.5 時間 − − − 

0 名 1 名 1 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

同行援護と同様に、白老町内では行動援護を利用できる事業所はありませんが、平成

２８年より、入院中の医療機関からの外出・外泊時における同行援護の取扱いとして、

移動時の行動援護利用が明記されています。現在、療養介護施設入所者の方が利用して

おり、今後も継続して利用が見込まれることから、前計画と同数としました。 
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（５） 重度障害者等包括支援 

介護の必要性が著しく高い方に、居宅介護等を包括的に提供します。 

（単位：上段 月延べ時間、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
0 時間 0 時間 0 時間 0 時間 0 時間 0 時間 

0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

実績 
0 時間 0 時間 0 時間 − − − 

0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

第６期計画において実績はありませんでした。今後も利用者が見込まれないことから、

見込みなしとしています。 

 

 

 

 

 

２ 日中活動系サービス 

（１）生活介護 

常に介護を必要とする方に、昼間、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活 

動または生産活動の機会を提供します。 

                                         
（単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
2,026 名  2,047 名  2,067 名  2,080 名  2,100 名  2,200 名  

100 名 101 名 102 名 103 名 104 名 105 名 

実績 
2,044 名  2,163 名 2,047 名 − − − 

103 名 110 名 102 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 見込量とほぼ同数の利用人数で経過しています。令和６年度以降もほぼ横ばいで推移

していくことが想定されることから、現時点での利用者数を基に若干増の見込みとしま

した。 
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（２）自立訓練（機能訓練） 

身体障がいのある方に、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間にお 

ける身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

                    （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
0 名  0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 0 名 

実績 
0 名 0 名 0 名 − − − 

0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

第６期計画において実績はありませんでした。今後も利用者が見込まれないことから、

見込みなしとしました。 

 

 

 

 

 

 

（３）自立訓練（生活訓練） 

知的障がい、精神障がいのある方に、自立した日常生活や社会生活ができるよう、一 

定の期間における生活能力向上のために必要な訓練を行います。 

（単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
190 名  190 名  190 名  60 名  60 名  60 名  

10 名 10 名 10 名 4 名 4 名 4 名 

実績 
25 名  39 名 51 名 − − − 

2 名 2 名 4 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 近隣市町村や遠方の利用者もおり、利用期間が 2 年間と決まっていますが、利用は

一定人数で推移しています。令和６年度以降も利用者は見込まれ、現時点での利用者数

を基とした見込量としました。 
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（４）宿泊型自立訓練 

知的障がい、精神障がいのある方に、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活

能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言などの必要な支援を行います。                                                            

（単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
153 名  153 名 153 名 153 名 153 名 153 名 

5 名 5 名 5 名 5 名 5 名 5 名 

実績 
62 名 100 名 185 名 − − − 

2 名 ４名 6 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

平成 29 年度、近隣市町村に事業所ができたこと、また遠方の施設利用者もおり、徐々

に増えています。自立訓練（生活訓練）同様に、令和６年度以降も利用は見込まれます

が、利用期間が 2 年間と決まっているため、前計画と同数としました。 

 

 

 

 

 

（５）就労移行支援 

一般企業で就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力を高めるための

訓練を行います。 

                   （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数）    

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
44 名 44 名 44 名 44 名 44 名 44 名 

2 名 2 名 2 名 2 名 2 名 2 名 

実績 
0 名  0 名 0 名 − − − 

0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 町内では就労移行支援を行っている事業所はなく、町外事業所も閉鎖するところが多

くなっておりますが、短期間町外で利用する方もおり、流動的に今後も利用が見込める

ことから、前計画と同数としました。 
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（６）就労継続支援（Ａ型） 

一般企業での雇用が困難な方に対し、雇用契約に基づく就労の機会を提供するととも 

に、知識及び能力向上のために必要な支援を提供します。 

            （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
160 名 200 名 220 名 220 名 220 名 220 名 

8 名 10 名 12 名 11 名 11 名 11 名 

実績 
175 名  167 名  212 名  − − − 

8 名 8 名 10 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 見込量よりも若干減となっていますが、継続して利用されている方が大半で、実績は

若干増加していることから、現時点での利用者数を基とした見込量としました。 

 

 

 

 

 

（７）就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業での雇用が困難な方、一定年齢に達している方等に対し、一定の賃金水準の

もとで就労や生産活動の機会を提供し、知識・能力の向上・維持を図る支援（雇用契約

は結ばない）を提供します。  

                    （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
1,546 名 1,587 名 1,628 名 1,500 名 1,500 名 1,500 名 

76 名 78 名 80 名 80 名 80 名 80 名 

実績 
1,443 名  1,460 名  1,443 名  − − − 

75 名 79 名 72 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

見込量とほぼ同数の方が利用されています。今後、大きな増減は想定されないことか

ら、現状数を基にほぼ横ばいの見込量としました。 
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（８）就労定着支援 

 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化 

により生活面の課題が生じている方に対し、相談や連絡調整等、課題解決に向けて必 

要となる支援を提供します。 

                                 （年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 １名 １名 １名 １名 １名 １名 

実績 0 名 0 名 1 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

令和５年度に１名の方が利用しており、今後も就労移行支援からの移行が想定される

ので、年１名と見込みました。 

 

 

 

 

 

 

（９）療養介護 

医療と通常介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護 

及び日常生活の支援を行います。 

                                   （年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 8 名 8 名 8 名 ９名 ９名 ９名 

実績 7 名 8 名 8 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

見込量と同数の８名の方が利用しております。令和６年度以降も急な増減は見込まれ

ませんが、在宅から移行する方を想定し１名増と見込みました。 
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（１０）短期入所（福祉型）《ショートステイ》 

自宅で介護する方が病気などの場合に、施設への短期の入所による入浴、排せつまた

は食事などの介護を行います。 

          （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
88 名 88 名 88 名 50 名 50 名 50 名 

8 名 8 名 8 名 10 名 10 名 10 名 

実績 
24 名  39 名 42 名 − − − 

8 名 10 名 9 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

見込量より利用人数は増えており、利用日数は少なく推移しています。 

グループホーム入居や施設入所前に、慣らし利用や家族のレスパイト目的で利用して

いる方もおり、今後も一定数の利用が見込めることから、現在の利用日数や人数を基と

した見込量としました。 

 

 

 

 

 

（１１）短期入所（医療型）《ショートステイ》 

自宅で介護する方が病気などの場合に、病院等への短期の入所による入浴、排せつま

たは食事などの介護を行います。 

                    （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
0 名 0 名 0 名 ４名 ４名 ４名 

0 名 0 名 0 名 １名 １名 １名 

実績 
0 名 0 名 4 名 − − − 

0 名 0 名 1 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 令和５年度から１名の方が利用しており、今後も継続して利用していくことを想定し、

１名利用の見込量としました。 

 

 

 

 



20 

３ 居住系サービス 

（１） 共同生活援助《グループホーム》 

共同生活援助は、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまた

は食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。 

※平成 26 年 4 月より共同生活介護（ケアホーム）は、共同生活援助（グループホーム）へ 

 一元化されました。 

       （単位：月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 81 名 83 名 85 名 ９２名 ９４名 ９６名 

実績 85 名 86 名 90 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

見込量より若干増で推移しています。町外グループホームに入所する方も増えてきて

おり、今後も居住支援のための機能充実が求められることから、年２名増と見込みまし

た。 

 

 

 

 

 

 

（２）施設入所支援 

施設に入所する方に、提供される入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。 

                               （単位：月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 33 名 33 名 3３名 33 名 33 名 33 名 

実績 31 名 34 名 34 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 見込量どおり入所人数は横ばいで推移しています。大幅な増減は今後も見込まれない

ことから、前計画と同数としました。 
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４ 相談支援 

（１）計画相談支援 

障がい者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容

等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、当該支給決定

等の内容を反映したサービス等利用計画書の作成を行います。 

また、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果

を勘案してサービス等利用経過の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行いま

す。 

                              （年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 240 名 243 名 246 名 240 名 240 名 240 名 

実績 235 名 239 名 236 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 利用実績はほぼ横ばいとなっております。今後も高等養護卒業生等の利用者が増える

が予測されますが、利用者の高齢化により介護保険に移行するケースも見込まれること

から、現利用者数を基とした見込量としました。 

 

 

 

（２）地域相談支援（地域移行支援） 

障がい者支援施設等の施設に入所している障がい者又は精神科病院に入院している

精神障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関

する相談等を行います。 

                                 （年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 １名 １名 １名 １名 １名 １名 

実績 0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 第６期計画において実績はありませんでしたが、施設入所者や長期病院入院者が地域

生活に移行することが今後も想定されるので、1 名見込みました。 
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（３）地域相談支援（地域定着支援） 

居宅において単身等の状況において生活する障がい者につき、当該障がい者との連絡

体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態において相談等を行います。 

（年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 １名 １名 １名 １名 １名 １名 

実績 0 名 0 名 0 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 第６期計画において実績はありませんでしたが、施設入所者や長期病院入院者が地域

生活に移行し生活を継続していく方、家族との同居から一人暮らしに移行した方等が対

象となっており、今後も利用が想定されることから、1 名見込みました。 
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 地域生活支援事業 

障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、地域の特

性や利用者の状況に応じた柔軟な事業を効率的・効果的に行い、福祉の増進を

図るとともに、障がいの有無にかかわらず人格と個性を尊重し安心して暮らす

ことができる地域社会の実現のために、必要な事業を実施します。 

 

１ 事業内容 

（１）相談支援事業等 

 事  業  内  容 

理解促進研修・啓発事業  障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去

するため、障がい者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民へ

の働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る事業 

自発的活動支援事業 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障が

い者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援

することにより、共生社会の実現を図る事業 

相談支援事業 障がい者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障がい福祉サー

ビスの利用支援、関係機関との連絡調整などを行い、相談支援体制やネット

ワークの構築を行う事業 

① 障害者相談支援事業 福祉サービスに関する相談や情報提供など、福祉サービスを利用するにあた

って必要な支援を行うとともに、虐待の防止やその早期発見、権利擁護のた

めに必要な援助 

② 基幹相談支援事業 身体、知的、精神障がい者の総合的な相談や、地域の相談支援事業者間の連

絡調整、関係機関の連携の支援を行う、地域における相談支援の中核的な役

割を担う機関である、基幹相談支援センターの運営事業など 

③ 市町村相談支援機能強

化事業 

相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必

要と認められる能力を有する専門的職員の配置 

④ 住宅入居等支援事業 賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保障人がいない等の理

由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に関わる支援を

行う事業 

成年後見制度利用支援事業 判断能力が不十分な障がい者で、親族などによる後見等開始の審判の申立て

ができない方や、成年後見制度を利用するための費用負担が困難な障がい者

に対し、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業 

成年後見制度法人後見支援

事業 

成年後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備す

るとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、

障がい者の権利擁護を図る事業 

 



24 

（２）意思疎通支援事業 

 

（３）日常生活用具給付事業 

 

（４）移動支援事業 

屋外での移動に困難がある障がい者が社会生活を営む上で必要となる外出や余暇

活動などの社会参加を促すため、外出時の移動を支援する事業 

 

（５）地域活動支援センター事業 

創作的活動や生産活動など、さまざまな活動を支援する場としての機能を強化し、

障がい者の地域生活を支援する事業 

 

 

 

 

 

 

 事  業  内  容 

意思疎通支援事業 

聴覚・言語機能などの障がいのため、意思疎通を図ることが困難な方に、手

話通訳や要約筆記者の派遣、遠隔手話サービス活用を含む手話通訳の設置な

どを行う事業 

手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がいのある方等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者

として期待される、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養

成・研修する事業 

具体的な種目 種  目  の  内  容 

介護訓練支援用具 
障がい者等の身体介護を支援する用具や、障がい児が訓練に用いるイス等の

用具 

自立生活支援用具 
障がい者等の入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置等の入浴、食事、

移動等の自立生活を支援する用具 

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引や盲人用体温計等の障がい者等の在宅療養を支援する用具 

情報・意思疎通支援用具 
点字器や人工喉頭等の障がい者等の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援

する用具 

排泄管理支援用具 ストーマ用装具等の障がい者等の排泄管理を支援する衛生用品 

住宅改修 
手すりの取付け、床段差解消等、障がい者等の移動等を円滑にするための小

規模な住宅改修 
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（６）その他の事業 

 

 

２ 地域生活支援事業の実績及び見込み量 

（１）相談支援事業 

現在、町内に相談支援事業所は、「身体、知的、精神、難病」を主に対象とした事

業所が２か所（白老町相談支援事業所、相談支援事業所ゆから）、障がい児を対象と

している事業所（白老町子ども発達支援センター）を１か所開設しています。 

平成３０年４月より、密度の高い支援を必要とする事例や相談内容が多岐に渡る事

例に対応するために、専門性を備えた「基幹相談支援センター」を設置しました。 

複合的な問題や支援を必要とされる方に、専門職が連携を取り重層的な支援ができ

るよう、支援体制の強化と質の向上を図ります。 

 

（２）意思疎通支援事業  

聴覚障がいの方の意思疎通支援体制を整えるため、令和３年３月より町内３か所に

タブレット端末を配置しております。令和５年度には「白老町手話言語条例」制定し、

手話通訳派遣事業の利用促進、町内小中学校で手話講座を開催する等、積極的な事業

展開を行うとともに、障がいのある方への理解を深めていきます。 

 

（３）日常生活用具給付事業  

日常生活用具給付申請の大半は排泄管理支援用具（ストーマ装具）となっていま

す。近年の給付状況等から、同様の利用件数を見込みます。 

 

 事  業  内  容 

日中一時支援事業 
日中介護者がいないため、支援が必要な障がい者の活動の場を確保し、日常的に

介護している家族の一時的な休息や就労を支援する事業 

重度障がい者等入院時コミ

ュニケーション支援事業 

意思疎通の困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、コミュニケーシ

ョン支援事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図る事業 

社会参加促進事業 
就労、通院などのために自動車を取得、改造する場合にその経費の一部を助成し

たり、自動車免許を取得する場合、その一部を助成する事業 

①自動車運転免許取得事業 身体障害者手帳を所持している方が運転免許証を取得する時、費用の一部を助成 

②自動車改造助成事業 身体障害者手帳を所持している方が車を改造する時、費用の一部を助成 

訪問入浴サービス事業 
家庭において入浴が困難な身体障害者等に対し、訪問入浴車を派遣して訪問入浴

サービスを行う事業 
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（４）移動支援事業  

令和５年度実績は２名の利用があり、利用目的としては銀行や美容室等への外出が

主となっており、今後も同様の利用者数と見込みます。 

 

（５）地域活動支援センター事業 

  地域活動支援センター事業は町内１か所にて実施しており、定員１５名の利用者が

日中の活動の場として利用されています。現在利用されている方が継続すると見込み

ます。                       《実績・見込値》 

 

単位(人) 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 

10 月末現在 

R６年度 R７年度 R８年度 

実績 実績 実績 見込 見込 見込 

ア 理解促進研修・啓発事業 実施有無 実施 

イ 自発的活動支援事業 実施有無 - - - - - - 

ウ 相談支援事業 

①  障害者相談支援事業 設置数 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

②  基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 設置有無 １ １ １ １ １ １ 

③  市町村相談支援機能強化事業 実施有無 実施 

④  住宅入居等支援事業 実施有無 - - - - - - 

エ 成年後見制度利用支援事業 利用数 １ ０ ０ １ １ １ 

オ 成年後見制度法人後見支援事業 実施有無 - - - - - - 

カ 意思疎通支援事業 

①  手話通訳者派遣事業 

要約筆記者派遣事業 
派遣回数 ０ ０ 6 ２４ ２４ ２４ 

②  手話奉仕員養成研修 登録者数 ０ ０ 0 ０ ０ ０ 

キ 日常生活用具給付事業 

①  介護・訓練支援用具 件数 ０ ２ ２ ２ ２ ２ 

②  自立生活支援用具 件数 ８ ２ ６ ５ ５ ５ 

③  在宅療養等支援 件数 １ ０ ２ ２ ２ ２ 

④  情報・意思疎通支援 件数 １ １ ６ ３ ３ ３ 

⑤  排泄管理支援用具 件数 ２４２ ２３７ ２１７ ２５０ ２５０ ２５０ 

⑥  住宅改修 件数 ２ ０ ０ １ １ １ 

ク 移動支援事業 利用人数 ３ ４ ２ ２ ２ ２ 

延べ時間 11 時間 7.5 時間 4 時間 20 時間 20 時間 20 時間 

ケ 地域活動支援センター事業 設置数 １ １ １ １ １ １ 

利用人数 １５ １５ １５ １５ １５ １５ 
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（６） その他の事業 

➀日中一時支援事業 

利用者の状況に合わせ３か所の事業所と委託契約を締結し、本事業を実施していま

す。日中活動系サービス終了後や土曜日の利用が増えてきており、利用数増で見込み

ました。 

 

②重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業 

  利用はありませんが、１名の利用を見込みます。 

   

③社会参加促進事業 

自動車改造助成事業については年１件の実績がありました。自動車運転免許取得事

業及び自動車改造助成事業ともに、１件と見込みます。 

 

④訪問入浴サービス事業 

 令和５年度より１名の利用実績があり、今後も利用することが見込まれるため１名 

とします。 

 

《実績・見込値》 

 

単位(人) 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 

10 月末現在 

R６年度 R７年度 R８年度 

実績 実績 実績 見込 見込 見込 

コ 
日中一時支援事業 利用月数 １２ １２ ７ １２ １２ １２ 

利用年件数 ４１７ ４６４ ３２５ ５００ ５００ ５００ 

サ 
重度障がい者等入院時コ

ミュニケーション事業 
利用月数 ０ ０ 0 １ １ １ 

シ 社会参加促進事業 

(1) 自動車運転免許 

取得事業 
利用年件数 ０ ０ ０ １ １ １ 

(2) 自動車改造助成 

事業 
利用年件数 ０ １ ０ １ １ １ 

ス 訪問入浴サービス事業 利用月数 ０ ０ １ １ １ １ 
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第４章 第３期白老町障がい児福祉計画          

１ 目標の設定について 

 児童福祉法の改正により、平成３０年度から市町村は基本指針に即して障害児通所支

援や相談支援などの提供体制の確保等に関する実施計画を策定することが義務付けら

れたことから、障がい児福祉サービス等の数値目標を掲げ、目標達成に向けた取組をし

てきました。この度、第２期計画の計画期間が終了することから、国の基本指針及び北

海道の基本方針に基づき、新たなサービスの追加や目標値の見直しを行い、今後の障が

い児支援の提供体制を次のとおり整備していきます。 

 障がい児福祉計画の策定に係る国の基本指針及び北海道障がい児福祉計画に基づき、

障がい児支援の提供体制の整備等に関し、次のとおりとします。 

 

《国の基本指針》 

・児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に 1か所設置 

・全市町村において、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

体制の構築 

・難聴児支援のための中核的機能を果たす体制の確保 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 

・重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所等を各市町村又は圏域に少なくとも 

1か所確保 

・医療的ケア児支援の協議の場（都道府県、圏域、市町村ごと）の設置及び医療的ケア 

児等に関するコーディネーターの配置 

・障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設置（新） 

 

《町の現状と考え方》 

 障がいのある子どもについては、教育、保育等の利用状況を踏まえ、障害児通所支

援等の専門的な支援を受ける体制を確保するとともに、障がい児及びその家族に対して、

乳幼児期から学校卒業までの一貫した支援を身近な場所で提供する体制を構築するこ

とが重要です。その方策として、地域支援体制の構築、保育、保健医療、教育、就労支

援等の関係機関と連携した支援、地域社会への参加、包括（インクルージョン）の推進、

特別な支援が必要な子どもへの支援体制の整備、障がい児相談支援への提供の確保など

が考えられます。 
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 本町においては、民間の事業所の開設により療育や日常生活の充実、医療的ケア児等

コーディネーターを配置するなど相談支援体制の充実と強化を図ってきました。今後も

子ども発達支援センターが中心となり、必要に応じた適切な支援を行って参ります。 

 

 

 

 

２ 障がい児福祉サービス等の実績・見込み量 

（１） 児童発達支援 

・個別療育 

ひとりひとりのお子さんに合わせて、週に 1回から 2回の療育を行います。 

 ・グループ療育 

リズム遊び、サーキット遊びなどを通してスムーズな身体の動かし方や危険認 

知の理解などの力を育てることをねらいとしています。また、ルールのある遊 

び・感覚遊びでは、相手の行動に合わせる力や感覚刺激を受け止めることをねら 

いとしています。 

         （単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
１２０名  １２０名  １２０名 １0０名 １0０名 １0０名 

３５名 ３５名 ３５名 3０名 3０名 3０名 

実績 
９０名  １０５名 93 名 − − − 

３２名 ４０名 28 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

コロナ禍ではありましたが、計画見込量と近似値の実績でした。 

未就学児を対象としたサービスで、町内の出生数も減少傾向にあり、今後増加する

ことは考えにくいと判断し、現利用児数を基とした見込量としました。 
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（２）放課後等デイサービス    

学校に通学中の支援を必要としているお子さんを対象に、放課後等において生活能

力向上のための療育や自立支援と日常生活の充実のための活動を行います。                                                                          

（単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
540 名 576 名 612 名 500 名 520 名 540 名 

30 名 32 名 34 名 42 名 44 名 46 名 

実績 
341 名  411 名 483 名 − − − 

32 名 38 名 40 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

 令和２年 6月に民間の事業所が開設され、利用児数は大幅増となりました。小学生

から高校（高等養護）卒業まで、原則利用できるサービスで今後も利用は増えると予

測されることから、現利用数から毎年２名増の見込量としました。 

 

 

 

 

 

（３）保育所等訪問支援      

保育、幼稚園等に通う子どもに対して、療育指導を実施する施設の指導員が、実際

に通う保育所等を訪問して集団療育等の専門的な支援を行います。 

（単位：上段 月延べ利用人数、下段 月実利用人数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 
－ － － 検討中 

－ － －    

実績 
− － － − − − 

－ － － − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

現在、保育所等訪問支援を行っている事業所はなく、見込量、実績ともにありませ

んが、療育機関が年数回定期的に園を訪問し、対象児の行動観察を行い、保育士等へ

の関わり方のアドバイスなど支援を行っています。 

今後はニーズに応じ、実施基準を満たす体制の整備を検討していきます。 
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（４）障がい児相談支援  

 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する

前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後は、一定

期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。 

 （年間利用者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込量 52 名 54 名 56 名 84 名 86 名 88 名 

実績 65 名 82 名 82 名 − − − 

＊実績欄の令和３、４年度は年度末実績。令和５年度については、１０月実績。 

令和２年５月に町内に民間の児童発達支援・放課後デイサービス事業所が開設され、

利用児数は増加となりました。今後も利用児は増加すると予測されることから、現利用

児数から毎年２名増の見込量としました。 
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第５章 計画の推進管理                  

 

● 計画の推進管理 

この計画を進めていく内容は、福祉、保健、医療、教育、住宅、雇用、生活環境等、生活

のあらゆる場面にわたっており、その理念を実現していくためには、さまざまな団体や町民

の参画が不可欠です。その中心を担うのは、地域の障がいのある方に関する関係機関等から

成る組織である「白老町地域自立支援協議会」となります。 

また、本計画の取組やサービスの実行性を高めるためには、計画の進捗状況や取り組み内

容の充実、見込み量やその確保のための方策のあり方について、当事者や関係団体の意見や

ニーズを把握に努め、適宜、計画内容の検証を進め、次期計画の策定へとつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白老町地域自立支援協議会 

地 域 

個別支援会議 

全体会（協議会開催） 

ニーズ把握・課題把握 

相
談
支
援
体
制
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

障がい福祉サービス事業者 

障がい者団体 

社会福祉協議会 

相談支援事業所 

 

●計画の推進管理 

  ・分析・点検・評価 

課題集約・問題提起 

解決策について協議 
地
域
課
題
の

解
決
へ 

民生委員・児童委員 
学校・保育園・医療機関等 

白老町子ども・子育て会議 
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計画策定の経過 

計画策定の流れ 協議会の開催 

R５年 

４月 

～ 

７月 

  

８月 

  

９月 

  

１０

月 

  

１１

月 

  

１２

月 

～ 

Ｒ6年 

１月 

  

２月 

  

３月 

  

基
礎
的
調
査
（ 

見
込
量
・
目
標
値
設
定 

） 
 

課
題
把
握
・
分
析
・
検
討 

提
言
（ 

計
画
策
定 

） 

ＳＴＥＰ２ 

既存統計資料

等による基礎

的調査・検討 

ＳＴＥＰ３ 

計画策定案

の検討 

ＳＴＥＰ１ 

地域の実態

調査・把握 

ＳＴＥＰ４ 

計画書のとりまとめ 

計画書の骨子検討 

計画書のとりまとめ 

計画作成完了 

第１回 ５月３０日開催  
①地域課題の意見交換 
②アンケート調査内容の検討 
 

【障がい児アンケート調査実施】 
 ８月１７日～９月１９日 
 
 

第３回１０月２４日開催  
➀アンケート集計結果報告 
②数値目標・サービス見込量検討 

第５回 ３月  日開催  
①パブリックコメントの報告 
②計画策定完了 

アンケート
等による実
態調査 

●産業厚生常任委員会への説明 
２月初旬頃 

●パブリックコメントの実施 
２月～３月 

 

第４回１２月１９日開催  
 ➀計画案提示 
 ②数値目標・サービス見込量再検討 

【町内事業所へのアンケート調査実施】 
８月２４日～９月２０日 

【障がい者アンケート調査実施】 
８月２９日～９月２７日 

第２回 ７月２５日開催  
➀アンケート調査内容検討 
②者第６期実績、第７期見込量 
 児第２期実績、第３期見込量 
 について 
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白老町地域自立支援協議会委員名簿 

 

 

 委員氏名 所    属 

会  長 堂 前 文 男 身体障がい者福祉協会白老町支部 支部長 

副 会 長 熊 谷 延 代 しらおい障がい者と手をつなぐ会 会長 

委  員 尾 美   香 白老町精神障害者家族会（はまなす会）会長 

委  員 庭 山   了 白老町社会福祉協議会 常務理事 

委  員 佐 藤 秀 幸 北海道ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ療護部 相談課長 

委  員 一 間 新 平 白老宏友会「みらいえ」 施設長 

委  員 吉 田 末 治 白老町民生委員児童委員協議会 会長 

委  員 吉 田 和 子 白老町婦人団体連絡協議会 会長 

 

●事務局員 

所     属 職     名 氏     名 

健 康 福 祉 課 課  長 渡 辺  博 子 

 主  査 浦 木  千 織 

 主 査（社会福祉士） 山 越  大 二 

子 育 て 支 援 課 課  長 斉 藤  大 輔 

 子ども発達支援ｾﾝﾀｰ長 鈴 木   晶  
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障がい者・障がい児アンケート及び 

町内障がい福祉サービス提供法人・事業所等アンケート調査結果 

 

本計画の策定にあたって、障害者手帳所持者及び難病患者計３００名、発達に支援が必要な

児童及びそのご家族の皆様１００名に対し町民アンケート調査を実施。 

また、町内障がい福祉サービス提供法人・事業所等に対しアンケート調査を実施し、障がい

のある方が抱える課題や今後の取り組みなどについて実態調査を行いました。 

 

【障がい者アンケート】・・・資料１ 

実 施 日  令和５年８月２９日～９月２７日 

対 象 者  １８歳以上の町民で、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳所持者 

難病患者より無作為抽出 

  回 収 状 況  回収数１５２／配布数３００ （回収率 ５０.７％） 

 

【障がい児アンケート】・・・資料２ 

実 施 日  令和５年８月１７日～９月１９日 

対 象 者  児童発達支援・放課後等デイサービス利用児童の保護者、小中学校特別支援 

学級通級児童の保護者 

 回 収 状 況  回収数 ７４／配布数１００ （回収率 ７４.０％） 

 

【事業所アンケート調査】・・・資料３ 

実 施 日  令和５年８月２４日～９月２０日 

対象事業所  町内障がい福祉サービス提供法人・事業所等、福祉有償運送事業所 

回 収 状 況  回収数  ９／配布数 １３ （回収率 ６９.３％） 

 

 

 

 

資料編 



障がい者福祉についての町民意識調査

❀

≪調査概要≫

障がいのある方の福祉に関する計画をつくるにあたり、このアンケートを実施しました。

① 調査対象

＞ 18歳以上の白老町民で、障がいのある方

② 調査対象人数

＞ 300人 身体障害者手帳２１０名、精神保健福祉手帳４０名、療育手帳４０名

（各手帳所持者より無作為抽出）、難病患者１０名

③ 調査方法

＞ 郵送による調査（視覚障害者４名手渡し、聞き取り）

④ 調査期間

＞ 発送：令和5年8月29日（火） 締切：令和5年９月27日（水）

⑤ 回収数（率）

＞ 152枚（50.7％）

🌼❀
🌼 ❁

❀
❁

資料１
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1 　回答者の属性

問１. このアンケートにお答えいただくのはどなたですか。

※合計が100％とならない場合があります。

問２. あなたの性別を教えてください。

※合計が100％とならない場合があります。

問３. あなたの年代を教えてください。（令和5年8月1日時点）

※合計が100％とならない場合があります。

「70歳代」(35.1%)が最も多く、以下「60歳代」(27.4%)、「50歳代」(13.2%)の順となっている。

答えたくない 0 0.0%

無回答 1 0.7%

70歳代 53 35.1%

80歳以上 10 6.6%

50歳代 20 13.2%

60歳代 41 27.2%

30歳代 11 7.3%

40歳代 11 7.3%

10歳代 0 0.0%

20歳代 4 2.6%

無回答 1 0.7%

年代 件数 %

施設･病院職員 4 2.6%

女性 60 39.5%

答えたくない 1 0.7%

性別 件数 %

男性 90 59.2%

回答者 件数 %

本人 123 80.9%

その他 0 0.0%

無回答 1 0.7%

家族 24 15.8%

≪調査結果≫

本人

80.9%

家族

15.8%

施設･病院職員

2.6%

その他

0.0% 無回答

0.7%

10歳代

0.0%

20歳代

2.6%

30歳代

7.3%
40歳代

7.3%

50歳代

13.2%

60歳代

27.2%

70歳代

35.1%

80歳以上

6.6%

答えたくない

0.0%

無回答

0.7%

男性

59.2%

女性

39.5%

答えたくない

0.7%

無回答

0.7%
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問４. あなたは次のうち、どの手帳をお持ちですか。（該当する全てに○）

精神障害者保健福祉手帳

特定医療費(指定難病)受給者証

※合計が100％とならない場合があります。

▶「身体障がい者手帳」をお持ちの方にお伺いします。

　▷問4-①. 障がい等級は何級ですか。

※合計が100％とならない場合があります。

▶「療育手帳」をお持ちの方にお伺いします。

　▷問4-②. 障がい判定は何判定ですか。

※合計が100％とならない場合があります。

▶「精神障がい者保健福祉手帳」をお持ちの方にお伺いします。

　▷問4-③. 障がい等級は何級ですか。

※合計が100％とならない場合があります。

回答数は「身体障がい者手帳」(76.9%)が最も多く、以下「療育手帳」(13.4%)、

「精神障がい者保健福祉手帳」(4.4%)の順となっている。

身体障がい者手帳をお持ちの方のうち、等級は「1級」(36.1%)が最も多く、以下「4級」(20.5%)、

「2級」(17.2%)の順となっている。

療育手帳をお持ちの方のうち、判定は「Ａ判定」(66.7%)が最も多く、「Ｂ判定」(33.3%)

となっている。

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、等級は「2級」(71.4%)が最も多く、「3級」(14.3%)

となっている。

無回答 1 14.3%

2級 5 71.4%

3級 1 14.3%

等級 件数 %

1級 0 0.0%

B判定 7 33.3%

無回答 0 0.0%

判定 件数 %

A判定 14 66.7%

6級 4 3.3%

無回答 0 0.0%

4級 25 20.5%

5級 8 6.6%

2級 21 17.2%

3級 20 16.4%

等級 件数 %

1級 44 36.1%

療育手帳 22 13.8%

7 4.4%

無回答 5 3.1%

種類 件数 %

身体障害者手帳 123 76.9%

3 1.9%
身体障害者手帳

76.9%
療育手帳

13.8%

精神障害者保健福

祉手帳

4.4%

特定医療費(指定難

病)受給者証

1.9%

無回答

3.1%

1級

36.1%

2級

17.2%

3級

16.4%

4級

20.5%

5級

6.6%
6級

3.3%

無回答

0.0%

A判定

66.7%

B判定

33.3%
無回答

0.0%

1級

0.0%

2級

71.4%

3級

14.3%

無回答

14.3%
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問５. 現在、あなたはどこで生活をされていますか。

※合計が100％とならない場合があります。

問６. あなたのお住まいの地域を教えてください。

「鉄北」(31.6%)が最も多く、以下「鉄南」(19.1%)、「萩野」(15.8%)の順となっている。

問７. 白老町に住んで通算何年になりますか。

※合計が100％とならない場合があります。

の順となっている。

無回答 1 0.7%

「30年以上」(77.0%)が最も多く、以下「20～30年」(12.5%)、「5～10年」(5.3%)

20～30年 19 12.5%

30年以上 117 77.0%

5～10年 8 5.3%

10～20年 7 4.6%

1年未満 0 0.0%

1～5年 0 0.0%

年数 件数 %

無回答 0 0.0%
※合計が100％とならない場合があります。
※2　日の出町、東町、大町、高砂町
※3　若草町、末広町、緑丘、栄町、本町、陣屋町、緑町、字白老

虎杖浜 12 7.9%

答えたくない 4 2.6%

北吉原 7 4.6%

竹浦 12 7.9%

石山 12 7.9%

萩野 24 15.8%

鉄南 29 19.1%

鉄北 48 31.6%

「自宅」(80.8%)が最も多く、以下「グループホーム」(11.9%)、「病院(入院中)」(4.0%)の順となっている。

地域 件数 %

社台 4 2.6%

その他 2 1.3%

無回答 0 0.0%

病院(入院中) 6 4.0%

入所型福祉施設 3 2.0%

自宅 122 80.8%

グループホーム 18 11.9%

拠点 件数 %

（※2）

（※3）

自宅

80.8%

グループ

ホーム

11.9%

病院(入院中)

4.0%

入所型福祉施設

2.0%
その他

1.3%
無回答

0.0%

社台

2.6%

鉄南

19.1%

鉄北

31.6%

石山

7.9%

萩野

15.8%

北吉原

4.6%

竹浦

7.9%
虎杖浜

7.9%

答えたくない

2.6% 無回答

0.0%

1年未満

0.0%
1～5年

0.0%

5～10年

5.3%

10～20年

4.6%

20～30年

12.5%

30年以上

77.0%

無回答

0.7%
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2 　生活について

問８. あなたの収入の種類はどれですか。（該当する全てに○）

件数

42

117

16

0

7

7

8

0
※合計が100％とならない場合があります。

「年金」(59.4%)が最も多く、以下「仕事」(21.3%)、「手当」(8.1%)の順となっている。

問９. あなたや家族は障がい福祉に関して、どこに相談をしたことがありますか。

（該当する全てに○）

※合計が100％とならない場合があります。

「相談したことがない」(29.2%)が最も多く、以下「町の相談窓口」(23.6%)、「病院」(17.9%)の順となっている。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

相談したことがない 62 29.2%

無回答 5 2.4%

家族･友人 17 8.0%

その他 1 0.5%

福祉施設 15 7.1%

病院 38 17.9%

民生委員･児童委員 1 0.5%

障がい者団体 5 2.4%

身体･知的障がい者相談員 7 3.3%

障がい者相談支援事業所 9 4.2%

道の相談窓口 1 0.5%

国の相談窓口 1 0.5%

回答 件数 %

町の相談窓口 50 23.6%

収入なし 4.1%

無回答 0.0%

仕送り 0.0%

生活保護 3.6%

その他 3.6%

仕事 21.3%

年金 59.4%

手当(特別障がい者手当等) 8.1%

回答 %

仕事

21.3%

年金

59.4%

手当(特別障が

い者手当等)

8.1%

仕送り

0.0%

生活保護

3.6% その他

3.6%

収入なし

4.1%
無回答

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

町の相談窓口

道の相談窓口

国の相談窓口

身体･知的障がい者相談員

障がい者相談支援事業所

民生委員･児童委員

障がい者団体

福祉施設

病院

家族･友人

その他

相談したことがない

無回答

23.6%

0.5%

0.5%

3.3%

4.2%

0.5%

2.4%

7.1%

17.9%

8.0%

0.5%

29.2%

2.4%

≪その他≫

・ケアマネージャー

・案内もなく、生活苦でも

分からない。

・職場上司
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▶問9で相談先をお答えいただいた方にお伺いします。

問10. どのような内容の相談をしましたか。（該当する全てに○）

「福祉サービスの利用について」(23.1%)が最も多く、以下「医療などについて」(22.5%)、

「生活について」(16.0%)の順となっている。

問11. 現在悩んでいることや相談したいことはありますか。（該当する全てに○）

「無回答」(31.9%)が最も多く、以下「将来や老後について」(13.0%)、「医療などについて」(10.1%)の順と

なっている。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

その他 17 8.2%

無回答 66 31.9%

医療などについて 21 10.1%

緊急時や災害時について 13 6.3%

福祉サービスの利用について 17 8.2%

外出や移動について 16 7.7%

住宅について 8 3.9%

将来や老後について 27 13.0%

生活について 14 6.8%

仕事について 8 3.9%

無回答 9 5.3%

回答 件数 %

緊急時や災害時について 3 1.8%

その他 3 1.8%

外出や移動について 12 7.1%

医療などについて 38 22.5%

将来や老後について 10 5.9%

福祉サービスの利用について 39 23.1%

仕事について 18 10.7%

住宅について 10 5.9%

回答 件数 %

生活について 27 16.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

生活について

仕事について

住宅について

将来や老後について

福祉サービスの利用について

外出や移動について

医療などについて

緊急時や災害時について

その他

無回答

16.0%

10.7%

5.9%

5.9%

23.1%

7.1%

22.5%

1.8%

1.8%

5.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

生活について

仕事について

住宅について

将来や老後について

福祉サービスの利用について

外出や移動について

医療などについて

緊急時や災害時について

その他

無回答

6.8%

3.9%

3.9%

13.0%

8.2%

7.7%

10.1%

6.3%

8.2%

31.9%

≪その他≫

・働きたくても仕事がない。あっても障害のせいで無理。

・支援センターで定期的に家に来てくれる

・自分の老後、介護している人がいないので今後不安
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問12. あなたは現在、障がい福祉サービスを利用していますか。（○は１つ）

件数

39

95

6

12
※合計が100％とならない場合があります。

「利用していない」(62.5%)が最も多く、以下「利用している」(25.7%)、「利用していないが他の福祉サービスを

利用している」(3.9%)の順となっている。

▶問12で「利用している」とお答えいただいた方にお伺いします。

問12-①. どのようなサービスを利用していますか。（該当する全てに○）

件数

6

11

11

3

17

3

4

2
※合計が100％とならない場合があります。

▶「就労継続支援」のサービスを利用している方にお伺いします。

　▷ サービスは何型ですか。

件数

0

11

0

「共同生活援助」(29.8%)が最も多く、以下同数で「就労継続支援」と「生活介護」(19.3%)の順となっている。

就労継続支援を利用しているの方は、すべて「B型」(100.0%)となっている。

B型 100.0%

無回答 0.0%

無回答 3.5%

回答 %

A型 0.0%

共同生活援助 29.8%

施設入所支援 5.3%

その他 7.0%

生活介護 19.3%

就労継続支援 19.3%

短期入所 5.3%

回答 %

居宅介護 10.5%

利用していないが他の福祉
サービスを利用している 3.9%

無回答 7.9%

回答 %

利用している 25.7%

利用していない 62.5%
利用している

25.7%

利用していない

62.5%

利用していないが他の福祉サービ

スを利用している

3.9%

無回答

7.9%

居宅介護

10.5%

生活介護

19.3%

就労継続支援

19.3%

短期入所

5.3%

共同生活援助

29.8%

施設入所支援

5.3%

その他

7.0%

無回答

3.5%

A型

0.0%

B型

100.0%

無回答

0.0%
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▶問12で「利用していない」とお答えいただいた方にお伺いします。

問12-②. 利用していない理由は何ですか。（該当する全てに○）

件数

13

2

69

6

2
※合計が100％とならない場合があります。

「利用する必要がない」(75.0%)が最も多く、以下「制度を知らなかった」(14.1%)、

「その他」(6.5%)の順となっている。

▶問12-②で「その他」と答えた方の理由を教えてください。

▶問12で「利用していないが介護保険制度など他の福祉サービスを利用している」と

お答えいただいた方にお伺いします。

問12-③. どのようなサービスを利用していますか。

利用する必要がない 75.0%

その他 6.5%

無回答 2.2%

回答 %

制度を知らなかった 14.1%

利用を希望したができなかった 2.2%

制度を知ら

なかった

14.1%

利用を希望した

ができなかった

2.2%

利用する必要がない

75.0%

その他

6.5%

無回答

2.2%

●入院が必要な場合の制度

●今は利用していないが、将来はわからない。

●自宅で生活できているから

●入院中

●利用できるサービスがない

●信用出来無い

●今の所自分で何とか出来るが、今後の事が心配です。

🌼
🌼❀
❁
❀

●デイサービス

●訪問リハビリ

●リハビリデイサービスへ週2回

🌼
🌼❀
❁
❀
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問13. 今後、障がい福祉サービスをもっと利用しやすくするためには、どうしたら

よいと思いますか。（該当する全てに○）

「申込を簡単にする等、早く手続きができるようにしてほしい」(15.2%)が最も多く、以下「どんなサービスが

あるのか周知してほしい」(14.8%)、「特にない」(12.7%)の順となっている。

問14. あなたの外出（通勤・通学含む）回数はどのくらいですか。（○は１つ）

件数

63

44

27

15

3
※合計が100％とならない場合があります。

「ほぼ毎日」(41.4%)が最も多く、以下「週に数回」(28.9%)、「月に数回」(17.8%)となっている。

月に数回 17.8%

ほぼ外出しない 9.9%

無回答 2.0%

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

回答 %

ほぼ毎日 41.4%

週に数回 28.9%

特にない 36 12.7%

無回答 14 4.9%

どんなサービスがあるのか周知してほしい 42 14.8%

その他 5 1.8%

事業所や職員に対し、自分たちの気持ちを
理解して親切に支援をしてほしい

16 5.7%

サービス事業所を増やしてほしい 8 2.8%

朝早く、夜遅く、休日にもサービスが
利用できるようにしてほしい

10 3.5%

急な時でもサービスが利用できるようにしてほしい 21 7.4%

利用料を安くしてほしい 29 10.2%

サービス量をもっと増やしてほしい 11 3.9%

申込や契約を手伝ってほしい 13 4.6%
訪問等で利用方法の相談や
申込手続きができるようにしてほしい

35 12.4%

回答 件数 %

申込を簡単にする等、早く手続きができるようにしてほしい 43 15.2%0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

申込を簡単にする等、早く手続きができるようにして

ほしい

申込や契約を手伝ってほしい

訪問等で利用方法の相談や

申込手続きができるようにしてほしい

利用料を安くしてほしい

サービス量をもっと増やしてほしい

朝早く、夜遅く、休日にもサービスが

利用できるようにしてほしい

急な時でもサービスが利用できるようにしてほしい

事業所や職員に対し、自分たちの気持ちを

理解して親切に支援をしてほしい

サービス事業所を増やしてほしい

どんなサービスがあるのか周知してほしい

その他

特にない

無回答

15.2%

4.6%

12.4%

10.2%

3.9%

3.5%

7.4%

5.7%

2.8%

14.8%

1.8%

12.7%

4.9%

≪その他≫

・今後を考えると、

全部あてはまります

・ショートステイで町内

にある施設は受け入れ

が難しい。

・精神科との連携強化と

障害年金の申請手続き

の一本化

・給付金の増額

・あきらめている

ほぼ毎日

41.4%
週に数回

28.9%

月に数回

17.8%

ほぼ外出しない

9.9%
無回答

2.0%
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問15. あなたが外出する時に利用する主な移動手段は何ですか。（3つまで○）

「自家用車（自ら運転）」(30.5%)が最も多く、以下「自家用車（乗せてもらう）」(23.7%)、「徒歩」(11.0%)

の順となっている。

問16. あなたが外出するうえで、主に困る事は何ですか。（3つまで○）

「無回答」(21.4%)が最も多く、以下「公共交通機関が少ない」(13.2%)、「道路や駅に階段や

段差が多い」(12.7%)の順となっている。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

その他 14 6.4%

無回答 47 21.4%

発作など突然の身体変化が心配 15 6.8%

困った時にどうすればいいのか 15 6.8%

介助者の確保ができない 11 5.0%

周囲の目が気になる 4 1.8%

お金がかかる 19 8.6%
外出先の建物の設備が不便
(通路・トイレ・エレベーター等)

20 9.1%

列車やバスの乗り降りが困難 18 8.2%

道路や駅に階段や段差が多い 28 12.7%

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としています。

回答 件数 %

公共交通機関が少ない 29 13.2%

その他　 14 5.9%

無回答　 5 2.1%

電車　 12 5.1%

車いす　 8 3.4%

福祉タクシー　 1 0.4%

自転車　 11 4.7%

バス 22 9.3%

タクシー　 9 3.8%

自家用車（乗せてもらう）　 56 23.7%

徒歩　 26 11.0%

回答 件数 %

自家用車（自ら運転）　 72 30.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

自家用車（自ら運転）

自家用車（乗せてもらう）

徒歩

バス

タクシー

福祉タクシー

自転車

電車

車いす

その他

無回答

30.5%

23.7%

11.0%

9.3%

3.8%

0.4%

4.7%

5.1%

3.4%

5.9%

2.1%

≪その他≫

・妻の車を二人で使用の為、制約多く

自由がきかない。

・通院時デマンドバス利用

・病院の送迎バス

・職場の送迎

・施設の車

・公用車

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

公共交通機関が少ない

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

お金がかかる

外出先の建物の設備が不便

(通路・トイレ・エレベーター等)

介助者の確保ができない

周囲の目が気になる

発作など突然の身体変化が心配

困った時にどうすればいいのか

その他

無回答

13.2%

8.2%

12.7%

8.6%

9.1%

5.0%

1.8%

6.8%

6.8%

6.4%

21.4%

≪その他≫

・手足が悪いので、階段や外出時は支えが必要で

現在は主人の助けで日々過ごしている。

・人混みが疲れる

・目はなしができない

・期待していない

・循環バスの使用法が分からない

・まだ自分の事はできている
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問17. 災害が起こった場合、あなたを避難所へ誘導するなど安全の確保について、

頼れるような人が身近にいますか。（○は１つ）

件数

9

14

73

10

34

11
※合計が100％とならない場合があります。

▶問17で「日中のみいる」「夜間のみいる」「いつもいる」と答えた方にお伺いします。

問17-①. それはどなたですか。（該当する全てに○）

「いつもいる」(48.3%)が最も多く、以下「必要ない」(22.5%)、「夜間のみいる」(9.3%)の順となっている。

「日中のみいる」「夜間のみいる」「いつもいる」と回答された方の頼れる人は、「同居の家族」(56.7%)

が最も多く、以下「福祉サービス事業所」(16.7%)、「同居以外の家族・親族」(9.2%)の順となっている。

問18. 災害発生の際に（または発生に備えて）必要なことは何ですか。（該当する全てに○）

「障がいの特性に応じた避難所生活の確保」(26.9%)が最も多く、以下「災害発生予測や被害状況など

についての情報提供」(24.6%)、「災害発生後の安否確認」(19.9%)の順となっている。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を60.0％としています。

無回答 23 7.6%

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を30.0％としていま

被災後の心のケア 28 9.3%

その他 4 1.3%

災害発生後の安否確認 60 19.9%

障がいの特性に応じた避難所生活の確保 81 26.9%

災害発生予測や被害状況などに
ついての情報提供

74 24.6%

地域の人と連携した救助体制の整備 31 10.3%

無回答 4 3.3%

回答 件数 %

職場の上司･同僚 4 3.3%

その他 0 0.0%

福祉サービス事業所 20 16.7%

近所の人 8 6.7%

同居以外の家族･親族 11 9.2%

友人･知人 5 4.2%

無回答 7.3%

回答 件数 %

同居の家族 68 56.7%

いつもいる 48.3%

必要だがいない 6.6%

必要ない 22.5%

回答 %

日中のみいる 6.0%

夜間のみいる 9.3%

日中のみいる

6.0%

夜間のみいる

9.3%

いつもいる

48.3%

必要だがいない

6.6%

必要ない

22.5%

無回答

7.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

同居の家族

同居以外の家族･親族

友人･知人

福祉サービス事業所

近所の人

職場の上司･同僚

その他

無回答

56.7%

9.2%

4.2%

16.7%

6.7%

3.3%

0.0%

3.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

災害発生予測や被害状況などに

ついての情報提供

地域の人と連携した救助体制の整備

災害発生後の安否確認

障がいの特性に応じた避難所生活の確保

被災後の心のケア

その他

無回答

24.6%

10.3%

19.9%

26.9%

9.3%

1.3%

7.6%

≪その他≫

・考えがつかない

・日頃から準備をしているつもり

・食料品が受取れるシステム（優先カード等の配布）

・喫煙所の設置

・津波の技術的ガード（太平洋沿岸部）
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問19. あなたは成年後見制度を知っていますか。（○は１つ）

件数

64

38

43

7
※合計が100％とならない場合があります。

「知っている」(42.1%)が最も多く、以下「知らない」(28.3%)、「名前は聞いた事がある」(25.0%)の

順となっている。

問20. 現在、成年後見制度を利用していますか。（○は１つ）

件数

1

38

81

31
※合計が100％とならない場合があります。

「利用したいと思わない」(53.6%)が最も多く、以下「今後利用したい」(25.2%)、「無回答」(20.5%)の

順となっている。

問21. 家族や利用している障がいサービスの職員から虐待を受けたことがありますか。（○は１つ）

件数

3

124

9

14
※合計が100％とならない場合があります。

※虐待とは･･･日常的に以下の事案があること

身体的虐待（殴られる、蹴られるなどの暴力）

介護、世話の放棄（生活の中で支援をお願いしてもしてくれない）

心理的虐待（ひどい言葉で怒鳴る、無視される）

性的虐待（体を不必要に触られる、裸にさせられる）

経済的虐待（自分のお金を勝手に使われる）

「ない」(82.7%)が最も多く、以下「無回答」(9.3%)、「わからない」(6.0%)の順となっている。

利用したいと思わない 53.6%

無回答 20.5%

回答 %

利用している 0.7%

今後利用したい 25.2%

回答 %

ある 2.0%

ない 82.7%

わからない 6.0%

無回答 9.3%

名前は聞いた事がある 25.0%

知らない 28.3%

無回答 4.6%

回答 %

知っている 42.1%

知っている

42.1%

名前は聞いた事がある

25.0%

知らない

28.3%

無回答

4.6%

利用している

0.7%

今後利用したい

25.2%

利用したいと思わない

53.6%

無回答

20.5%

ある

2.0%

ない

82.7%

わからない

6.0%

無回答

9.3%
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問22. 家族や利用している障がいサービスの職員から、

　　　 他の利用者が虐待を受けた場面を見たことがありますか。（○は１つ）

件数

6

110

21

14
※合計が100％とならない場合があります。

「ない」(72.8%)が最も多く、以下「わからない」(13.9%)、「無回答」(9.3%)の順となっている。

▶問21.22で「ある」と答えた方にお伺いします。

問23. それはどのような内容ですか。（該当する全てに○）

【問21-１. 虐待を受けたことがある】

合計

1

5

0

1

7

【問22-１. 虐待を見たことがある】

合計

0

4

0

0

4

回答 %

ある 4.0%

ない 72.8%

わからない 13.9%

無回答 9.3%

0

0

0

0

0

0

回答

家族

障がいサービス職員 1

その他 0

合計 2 2 3 0 0

未回答 0

身体的虐待 介護･世話放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

1 0

2

0

0

0

2

0

1

0

0

回答 身体的虐待 介護･世話放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

家族 0 0 0 0 0

障がいサービス職員 1 1 2 0 0

その他 0 0 0 0 0

未回答 0 0 0 0 0

合計 1 1 2 0 0

ある

4.0%

ない

72.8%

わからない

13.9%無回答

9.3%

家族

14.3%

障がいサービス職員

71.4%

その他

0.0%

未回答

14.3%
身体的虐待

28.6%

介護･世話放棄

28.6%

心理的虐待

42.9%

性的虐待

0.0%
経済的虐待

0.0%

家族

14.3%

障がいサービス職員

71.4%

その他

0.0%

未回答

14.3%
身体的虐待

28.6%

介護･世話放棄

28.6%

心理的虐待

42.9%

性的虐待

0.0%
経済的虐待

0.0%
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問24.  障がいのある方等のために、今後白老町が特に力を入れるべきことは

どのようなことだと思いますか。（5つまで○）

「無回答」(50.0％)が最も多く、以下「障がい有無にかかわらず情報が取得できるよう、情報のバリアフリーを

進める」(28.1%)、「災害時の避難・救助体制の充実など防災対策を進める」(20.9％)の順となっている。

※合計が100％とならない場合があります。
※表示の便宜上、最大値を80.0％としています。

特にない 10 14.7%

無回答 17 50.0%

障がい有無にかかわらず情報が取得できるよう、
情報のバリアフリーを進める

34 28.1%

その他 7 7.0%

町営住宅での住宅確保や、民間住宅への入居支援等
住宅や住環境の整備を進める

21 13.3%

災害時の避難･救助体制の充実など
防災対策を進める

32 20.9%

状況に応じた学習方法や特別支援教育の充実など、
学校教育の場で工夫する

5 2.2%

バリアフリー推進など、全ての人が利用しやすい
環境整備を進める

32 16.8%

保健･医療･福祉サービスの充実と連携を強くする 36 13.2%

一生を通じてそれぞれの場面で相談できるよう、
支援体制を整える

32 12.1%

障がいの発生予防や早期発見に努める 8 2.2%

医療現場･リハビリを充実する 38 13.4%

身近なところで相談ができるよう
相談支援窓口を増やす

36 10.1%

手帳制度の対象となっていない
障がいへの対応を行う

12 3.3%

障がい福祉サービスの質を高め、供給体制を増やす 27 7.0%

権利擁護事業や成年後見制度利用支援事業を進める 11 3.0%

グループホームなど地域で生活する場を増やす 21 5.0%

施設や病院から地域生活への移行を進める 9 2.3%

ホームヘルプやショートステイなど
在宅サービスを増やす

24 5.3%

社会参加･社会活動を促進するため
様々な日中活動の場を増やす

8 1.8%

%

障がいや障がい児･者への
理解を促進するための啓発活動を進める

19 4.2%

人権教育や福祉教育を進める 14 3.1%

回答 件数
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

障がいや障がい児･者への

理解を促進するための啓発活動を進める

人権教育や福祉教育を進める

ホームヘルプやショートステイなど

在宅サービスを増やす

社会参加･社会活動を促進するため

様々な日中活動の場を増やす

グループホームなど地域で生活する場を増やす

施設や病院から地域生活への移行を進める

障がい福祉サービスの質を高め、供給体制を増やす

権利擁護事業や成年後見制度利用支援事業を進める

身近なところで相談ができるよう

相談支援窓口を増やす

手帳制度の対象となっていない

障がいへの対応を行う

障がいの発生予防や早期発見に努める

医療現場･リハビリを充実する

保健･医療･福祉サービスの充実と連携を強くする

一生を通じてそれぞれの場面で相談できるよう、

支援体制を整える

状況に応じた学習方法や特別支援教育の充実など、

学校教育の場で工夫する

バリアフリー推進など、全ての人が利用しやすい

環境整備を進める

町営住宅での住宅確保や、民間住宅への入居支援等

住宅や住環境の整備を進める

災害時の避難･救助体制の充実など

防災対策を進める

障がい有無にかかわらず情報が取得できるよう、

情報のバリアフリーを進める

その他

特にない

無回答

4.2%

3.1%

5.3%

1.8%

5.0%

2.3%

7.0%

3.0%

10.1%

3.3%

2.2%

13.4%

13.2%

12.1%

2.2%

16.8%

13.3%

20.9%

28.1%

7.0%

14.7%

50.0%

≪その他≫

・避難所では健常者と同一行動がとれな

い場合が多い。治療やプライバシーの

確保ができない。一次避難は無理でも

二次避難時考えて欲しい。

・道路や歩道の整備

・国道36号線が拡張された後、信号の

時間が短く横断歩道を時間内に渡り切

れない

・障害者手帳のカード化を早くしてほしい

・障がい者の方が体を動かせるような場所

・対応する人の配慮、個人情報を他に漏

らす（漏らさない）
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ご意見やご要望、生活の中でのお困りごとがございましたら、ご自由にお書きください。

【仕事】

●地元での身障者を雇用する企業が増えると良い。

●福祉のＢ型の給料が安すぎる

【インフラ整備】

●人工透析を町でやって欲しい。

●社台地区は道路の状態が悪く、車いすや歩行器を使っての散歩も困難を感じる。

●白老駅前付近から役場まで歩く時は歩きずらいです。歩きやすい路面にしてほしいです。段差を何と

かしてほしい。

【医療】

●障がい者も医療機関に普通に受診できる病院が欲しい。

●障がいの有無を問わず訪問診療を充実させてほしい。ドクターが各家に行って検診する医療が欲し

い。

【交通】

●国道36号線が拡張されたが手押しの信号の時間が短く、時間内に横断が出来ない。

近くの郵便局へ用事を足しに行くのも困難を感じるため、デイサービスへ行く以外はほとんど家の中

にいることが多い。健康を維持するためにも、今よりも散歩に行けるようになりたい。

●冬、横断歩道に吹き溜まりができて渡れない。

●JR利用時キロ数に関係なく割引適用して欲しい。

●バスは全てステップ車にして欲しい。公共交通機関を利用したくても制限があり利用できない事が

多々ある。

●車いすのまま乗るタクシーがないので困っています。早くお願いします。

【防災】

●障害者や高齢者と違うのは、難病患者は薬が切れると具合が悪くなる事です。避難所生活は苦痛その

ものと思ってください。

●特に独居の方の災害時の避難・救助体制は徹底してほしい。

【行政】

●障害に応じた仕事を用意するとか、我々の声を意欲を受け止めてくれる場所が欲しい。

●通院等で地域公共交通共通回数券を使用させてもらっていますが、バスの運転手さんが見たことない

とか使えませんと言われた事が何度かあり、使いづらいというのが本音です。運転手さんが見た事な

い・使えないという状態を何とかしてほしいです。

●身体障がいの認定後20年近くなるが、一度も福祉より状況確認のような電話等一度もない。後期高齢

の70～75才の時一度町より担当者が来てくれたのみ。もう少し、こちらから相談しないで頑張って

いる身障者にも年に一度ぐらいの電話なり訪問をして状況を確認してほしい。

●他町村の方から、白老町は福祉が充実しているねと云われており、私自身良くしていただいて

おります。感謝しております。

🌼
🌼

❀
❁

❀
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障がい児福祉計画策定に係るアンケート調査

≪調査概要≫

障がいのある方の福祉に関する計画をつくるにあたり、このアンケートを実施しました。

① 調査対象

＞ 児童発達支援事業を利用されているお子さんの保護者の方

＞ 放課後等デイサービス事業所を利用されているお子さんの保護者の方

＞ 特別支援学級に通っているお子さんの保護者の方

② 調査対象人数

＞ １００人

③ 調査方法

＞ 学校・事業所からの配布による調査

④ 調査期間

＞ 配布：令和５年8月17日（木） 締切：令和５年９月19日（火）

⑤ 回収数（率）

＞ ７４枚（74.0％）

🌼❀
🌼 ❁

❀
❀

❁

資料２
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1 お子さんとご家族について

問１. お子さんの年齢を教えてください。（令和5年8月1日時点）

年齢 件数 ％ 年齢 件数 ％

3歳 5 6.7% 11歳 3 4.0%

4歳 9 12.0% 12歳 5 6.7%

5歳 7 9.3% 13歳 4 5.3%

6歳 11 14.7% 14歳 7 9.3%

7歳 8 10.7% 15歳 1 1.3%

8歳 5 6.7% 16歳 1 1.3%

9歳 5 6.7% 17歳 1 1.3%

10歳 2 2.7% 18歳 0 0.0%
※合計が100％とならない場合があります。

問２. お子さんが一緒に暮らしている人はどなたですか。（○はいくつでも）

件数 %

70 56.0%

11 8.8%

40 32.0%

4 3.2%

0 0.0%
※合計が100％とならない場合があります。

問３. お子さんが主に所属しているところ、通っているところを教えてください。（○はいくつでも）

件数 %

21 16.3%

7 5.4%

36 27.9%

1 0.8%

9 7.0%

31 24.0%

24 18.6%

0 0.0%

0 0.0%

※合計が100％とならない場合があります。

「小・中学校」(27.9%)が最も多く、以下「子ども発達支援センター」(24.0%)、

「放課後等デイサービス」(18.6%)の順となっている。

兄弟姉妹

無回答

性別

父母

祖父母

無回答

その他

年代

保育園または認定こども園の2・3号

幼稚園または認定こども園の1号

小・中学校

高等学校

特別支援学校

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

その他

≪調査結果≫

3歳

6.7%
4歳

12.0%

5歳

9.3%

6歳

14.7%7歳

10.7%

8歳

6.7%

9歳

6.7%

10歳

2.7%

11歳

4.0%

12歳

6.7%

13歳

5.3% 14歳

9.3%

15歳

1.3%

16歳

1.3%

17歳

1.3%
18歳

0.0%
無回答

1.3%

保育園または認定こども園の2・3号

幼稚園または認定こども園の1号

小・中学校

高等学校

特別支援学校

児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

16.3%

5.4%

27.9%

0.8%

7.0%

24.0%

18.6%

0.0%

0.0%

父母

56.0%

祖父母

8.8%

兄弟姉妹

32.0%

その他

3.2%
無回答

0.0%
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問４. お子さんを介助しているのは主にどなたですか。（○はいくつでも）

※合計が100％とならない場合があります。

問５. お子さんの援助・介助・介護について保護者さまが感じることは何ですか。（○はいくつでも）

件数 %

14 9.7%

11 7.6%

20 13.9%

10 6.9%

21 14.6%

13 9.0%

8 5.6%

1 0.7%

16 11.1%

29 20.1%

0 0.0%

1 0.7%

※合計が100％とならない場合があります。

「特にない」(20.1%)が最も多く、以下「精神的な負担が大きい」(14.6%)、

「緊急時の対応に不安がある」(13.9%)の順になっている。

▶問４で「母親・父親・兄弟姉妹・その他の親族」と回答した方にお伺いします。

問６. 何らかの理由で介助できない場合どのようにしたいと思いますか。

件数 %

23 16.0%

18 12.5%

0 0.0%

1 0.7%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

6 4.2%

0 0.0%

4 2.8%

※合計が100％とならない場合があります。

「同居家族に介助してほしい」(16.0%)が最も多く、以下「別居家族に介助してほしい」(12.5%)、

「わからない」(4.2%)の順になっている。

民間の有償介助サービスを利用したい

施設に入所してほしい

病院に入院してほしい

わからない

その他

無回答

施設等の職員 5 4.1%

無回答 0 0.0%

介助は不要 11 8.9%

その他 2 1.6%

兄弟姉妹 3 2.4%

その他の親族 13 10.6%

ホームヘルパー 0 0.0%

等級 件数 %

母親 61 49.6%

父親 28 22.8%

種類

代わりに支援を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

保護者自身の健康に不安がある

保護者が仕事に出られない

保護者が外出や旅行に出かけられない

保護者に休養や息抜きの時間がない

特に無い

その他

無回答

種類

同居の家族に介助してほしい

別居の親族に介助してほしい

ホームヘルパーを利用したい

ショートステイを利用したい

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

保護者自身の健康に不安がある

代わりに支援を頼める人がいない

緊急時の対応に不安がある

身体的な負担が大きい

精神的な負担が大きい

経済的な負担が大きい

保護者が仕事に出られない

保護者が外出や旅行に出かけられない

保護者に休養や息抜きの時間がない

特に無い

その他

無回答

9.7%

7.6%

13.9%

6.9%

14.6%

9.0%

5.6%

0.7%

11.1%

20.1%

0.0%

0.7%

母親

49.6%

父親

22.8%

兄弟姉妹

2.4%

その他の親族

10.6%

ホームヘルパー

0.0%

施設等の職員

4.1%

介助は不要

8.9%
その他

1.6% 無回答

0.0%

0.0% 10.0% 20.0%

同居の家族に介助してほしい

別居の親族に介助してほしい

ホームヘルパーを利用したい

ショートステイを利用したい

民間の有償介助サービスを利用したい

施設に入所してほしい

病院に入院してほしい

わからない

その他

無回答

16.0%

12.5%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

4.2%

0.0%

2.8%
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問７. お子さんが交付を受けている手帳等の種類を教えてください。（該当する全てに○）

※合計が100％とならない場合があります。

▶「身体障がい者手帳」をお持ちの方にお伺いします。

　▷問７-①. 障がい等級は何級ですか。

※合計が100％とならない場合があります。

▶「療育手帳」をお持ちの方にお伺いします。

　▷問７-②. 障がい判定は何判定ですか。

※合計が100％とならない場合があります。

回答数は「福祉サービス受給者証」(61.4%)が最も多く、以下「療育手帳」(20.5%)、「手帳等は持っていない」(12.5%)の

順となっている。身体障がい者手帳をお持ちの方のうち、等級は「１級・２級・6級」(各33.3%)、

となっている。療育手帳をお持ちの方のうち、「B判定」(58.8%)が最も多く、以下｢無回答」(29.4%)、

「Ａ判定」(11.8%)の順となっている。精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方はいませんでした。

手帳等は持っていない 11

B判定 58.8%

無回答 29.4%

10

5

等級 %

1級 33.3%

33.3%

1

0

件数

2

2級

件数

1

1

0

0

0

%

3級

4級

5級

6級

0.0%

0.0%

判定 %

A判定 11.8%

0.0%

0.0%

33.3%

無回答

3.4%

療育手帳 18 20.5%

0 0.0%

無回答 2 2.3%

54 61.4%

12.5%

その他 0 0.0%

精神障害者保健福祉手帳

福祉サービス受給者証

身体障害者手帳 3

種類 件数

1級

33.3%

2級

33.3%

3級

0.0%

4級

0.0%

5級

0.0%

6級

33.3%

無回答

0.0%

A判定

11.8%

B判定

58.8%

無回答

29.4%

身体障害者手

帳

3.4%

療育手帳

20.5%

精神障害者保健

福祉手帳

0.0%

福祉サービス

受給者証

61.4%

手帳等は持っ

ていない

12.5%

その他

0.0%
無回答

2.3%
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2 気付きについて

問８. お子さんの発達課題などに気付いたきっかけは何でしたか。

件数 %

9 10.0%

19 21.1%

0 0.0%

18 20.0%

7 7.8%

27 30.0%

7 7.8%

3 3.3%

※合計が100％とならない場合があります。

「保護者を含む家族による気付き」(30.0%)が最も多く、以下「町で実施する健診・相談」(21.1%)、

「保育園・幼稚園などの助言」(20.0%)の順となっている。

「気付きについて」のご意見やご提案など、お聞かせください。

3 相談について

問９. 保護者が悩んでいることや相談したいことはありますか。（○はいくつでも）

件数 %

10 6.8%

32 21.6%

11 7.4%

2 1.4%

5 3.4%

4 2.7%

2 1.4%

29 19.6%

8 5.4%

10 6.8%

3 2.0%

5 3.4%

3 2.0%

0 0.0%

23 15.5%

1 0.7%

※合計が100％とならない場合があります。


「発達や関わりについて」(21.6%)が最も多く、以下「就学や進学のこと」(19.6%)、「特にない」(15.5%)の順となっている。

発達や関わりについて

登校しぶりや引きこもり

病院などの医療機関による受診・健診

町で実施する健診・相談

町で実施する入学時知能検査

保育園・幼稚園などの助言

その他

無回答

学校の助言

保護者を含む家族による気付き

回答

健康や治療のこと

回答

生活費など経済的なこと

介助や介護のこと

家事（炊事・洗濯・掃除）のこと

住まいのこと

外出や移動のこと

就学や進学のこと

仕事や就職のこと

緊急時や災害のこと

福祉などに関する情報収集のこと

家族や地域での人間関係のこと

その他

特にない

無回答

病院などの医療機関

による受診・健診

10.0%
町で実施する

健診・相談

21.1%

町で実施する

入学時知能検

査…

保育園・幼稚園

などの助言

20.0%
学校の助言

7.8%

保護者を含む家族

による気付き

30.0%

その他

7.8%

無回答

3.3%

●本人は「何か変だ」と気づいていても、親が気にせずに対応が遅くなっている子が周りに多かった気がする。

本人が苦しくなる前に対応できる方法は何かないかな？と思うことがある。

●多動・落着きがなかった。

●ご飯の時に座ってられない。

●怒るとすぐ手が出てしまう。（言葉が出てこない）等

●親が発達障害だと分かったため、うちは子供にも影響があるのではと思いました。健診で相談するも異常なしでした。

難しいとは思いますが、間違いだったとしても、どこかのタイミングでもっと早く気が付きたかったです。

●兄もそうだから

●言葉の遅れ、一人遊びが多いなど

●上の子との違い

●町で実施している健診でエミナの存在を知り、発達について気軽にお話を聞いたり話せる場面があり、”発達”

という事を意識しやすかった。町の健診はありがたい！

●何か変なところがあり、保育園の健診時に尋ねたが家族も子供らしさですませていた。小学校に入学して

先生に児相へ行くよう言われてわかった。

●集中力がない、周囲の注意が足りない。

●かんしゃくが1日3時間位続くようになった。

●週に1度は学校に行けなくなった、等。

●母（私）自身が人生に生きづらさをずっと感じており、30代でやっと心療内科でADHDと診断され、子供達には

私のような生きづらさを味わってもらいたくなかった。

🌼

❀

❁
❀

🌼

健康や治療のこと

発達や関わりについて

生活費など経済的なこと

介助や介護のこと

家事（炊事・洗濯・掃除）のこと

住まいのこと

外出や移動のこと

就学や進学のこと

登校しぶりや引きこもり

仕事や就職のこと

緊急時や災害のこと

福祉などに関する情報収集のこと

家族や地域での人間関係のこと

その他

特にない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

6.8%

21.6%

7.4%

1.4%

3.4%

2.7%

1.4%

19.6%

5.4%

6.8%

2.0%

3.4%

2.0%

0.0%

15.5%

0.7%

≪その他≫

・姉がASDだった

・児相

・エミナ
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問10. 保護者が悩んでいることを相談する相手は誰（どこ）ですか。（○はいくつでも）

件数 ％
50 26.6%
29 15.4%
25 13.3%

8 4.3%
8 4.3%
1 0.5%

45 23.9%
2 1.1%
3 1.6%
0 0.0%
9 4.8%
0 0.0%
2 1.1%
2 1.1%
4 2.1%

※合計が100％とならない場合があります。


回答数は「家族・親せき」(26.6%)が最も多く、以下「福祉施設・子ども発達支援センター」(23.9%)、

「友人・知人」(15.4%)の順となっている。

問11. 保護者が困ったときの相談体制について、どのように感じていますか。（○はいくつでも）

件数 %
39 47.0%

1 1.2%
8 9.6%
7 8.4%
6 7.2%
2 2.4%
9 10.8%
4 4.8%
7 8.4%

※合計が100％とならない場合があります。

「どこに相談したらよいかわからない」(10.8%)が最も多く、以下「気軽に相談できる場や人がいない」(9.6％)、

「夜間・休日に相談できる場や人がいない」・「無回答」(8.4%)の順となっている。

4 権利擁護について

問12. 成年後見制度を知っていますか。

件数 %

18 24.3%

26 35.1%

30 40.5%

0 0.0%

※合計が100％とならない場合があります。

回答
満足している
近所に相談の場や人がいない
気軽に相談できる場や人がいない

名前は聞いた事がある

知らない

無回答

NPO法人
どこに相談したらよいかわからない

無回答
その他

お子さんの通う園・学校
保護者の職場
健康福祉課（保健師・栄養士）
役場
福祉施設・子ども発達支援センター
民生委員・児童委員
相談支援事業所
児童相談所
医療機関（病院・診療所）

専門的な窓口が不足している
コミュニケーションの支援が充分で
どこに相談したらよいかわからない
その他
無回答

知っている

回答

夜間・休日に相談できる場や人がいない

回答
家族・親せき
友人・知人 家族・親せき

友人・知人

お子さんの通う園・学校

保護者の職場

健康福祉課（保健師・栄養士）

役場

福祉施設・子ども発達支援センター

民生委員・児童委員

相談支援事業所

児童相談所

医療機関（病院・診療所）

NPO法人

どこに相談したらよいかわからない

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

26.6%

15.4%

13.3%

4.3%

4.3%

0.5%

23.9%

1.1%

1.6%

0.0%

4.8%

0.0%

1.1%

1.1%

2.1%

≪その他≫

・教育委員会

・病院

知っている

24.3%

名前は聞いた

事がある

35.1%

知らない

40.5%

無回答

0.0%

気軽に相談できる場や人がいない

夜間・休日に相談できる場や人がいない

専門的な窓口が不足している

コミュニケーションの支援が充分でない

どこに相談したらよいかわからない

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0%

9.6%

8.4%

7.2%

2.4%

10.8%

4.8%

8.4%

≪その他≫

・満足していないが、言って

も変わらないと思って言っ

てない。

・満足しているわけではない

が、困っている訳でもない。

・相談しても理解されている

と思わない事が多い。
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5 福祉サービスについて

問13. 福祉サービスを利用していますか。

件数 ％

53 71.6%

21 28.4%

0 0.0%

※合計が100％とならない場合があります。

問14. 福祉サービスを利用する上で不安なことは何ですか。（○はいくつでも）

件数 ％
9 9.9%

10 11.0%
1 1.1%
3 3.3%
4 4.4%
5 5.5%
6 6.6%
5 5.5%
0 0.0%

30 33.0%
18 19.8%

※合計が100％とならない場合があります。

「特に困っていることはない」(33.0%)が最も多く、以下「無回答」(19.8%)、

「福祉サービスの事業所が少ない」(11.0%)の順となっている。

問15. 今後、利用したい福祉サービスは何ですか。（自由記述）

6 保健・医療について

問16. お子さんの通院状況（リハビリも含む）は、次のうちどれですか。

件数 ％

0 0.0%

1 1.4%

5 6.8%

4 5.4%

7 9.5%

35 47.3%

医療機関にはかかっていない 20 27.0%

2 2.7%

※合計が100％とならない場合があります。

「年に数回」(47.3%)が最も多く、以下「医療機関にはかかっていない」(27.0%)、

「月に1日」(9.5％)の順となっている。

週に４日以上

週に２、３日

週に１日

月に２、３日

月に１日

年に数回

無回答

回答

サービス利用の手続きが大変
事業者と日時などの調整が大変
利用できる回数や日時が少ない
サービスの質が不満
他の利用者との人間関係
利用料が負担
その他
特に困っていることはない
無回答

サービス提供や内容に関する情報が
福祉サービスの事業所が少ない

回答

利用している

利用していない

無回答

回答
0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

サービス提供や内容に関する情報が少ない

福祉サービスの事業所が少ない

サービス利用の手続きが大変

事業者と日時などの調整が大変

利用できる回数や日時が少ない

サービスの質が不満

他の利用者との人間関係

利用料が負担

その他

特に困っていることはない

無回答

9.9%

11.0%

1.1%

3.3%

4.4%

5.5%

6.6%

5.5%

0.0%

33.0%

19.8%

●施設入所支援を考えているが、親が帰宅するまで預かってくれる事業所があれば利用したい。

●勉強を楽しく学ばせてくれるデイ等があると、嬉しい。

●放課後デイサービス

●土・日・祝など利用できるサービス

●一時的に親と子が離れる事ができるサービス

●白老だけに限らず勉強を教えてくれるデイサービスがあるととてもありがたい。

利用している

71.6%

利用していない

28.4%

無回答

0.0%

週に４日以上

0.0%
週に２、３日

1.4%

週に１日

6.8%

月に２、３日

5.4%

月に１日

9.5%
年に数回

47.3%

医療機関にはか

かっていない

27.0%

無回答

2.7%
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問17.医療を受ける上で、困っていることはありますか。（○はいくつでも）

件数 %

5 5.5%

2 2.2%

21 23.1%

9 9.9%

5 5.5%

3 3.3%

3 3.3%

37 40.7%

6 6.6%

※合計が100％とならない場合があります。

「特に困っていることはない」(40.7%)が最も多く、以下「専門的な治療をしてくれる病院が近くにない」(23.1%）、

「ちょっとした病気やけがのときに受け入れてくれる病院が近くにない」(9.9%)の順となっている。

7 就労・地域生活について

問18.お子さんが学校を卒業した後、どのように過ごしてほしいですか。（○はいくつでも）

件数 ％

39 33.1%
5 4.2%
3 2.5%
1 0.8%

28 23.7%
15 12.7%

2 1.7%
8 6.8%

10 8.5%
7 5.9%

※合計が100％とならない場合があります。

「企業などで社員として就労」(33.1%)が最も多く、以下「福祉施設や作業所に就労」(23.7%)、

「福祉施設や作業所に就労」(12.7%)の順になっている。

進学（大学･専門学校等）

パート･アルバイト

家業（自営業）の手伝い

福祉施設や作業所に就労

家庭や地域で過ごす

その他

無回答

通院や入院をするときに、付き添いを
してくれる人がいない
医師・看護師などの指示や説明が
よくわからない
専門的な治療をしてくれる病院が
近くにない
ちょっとした病気やケガのときに
受け入れてくれる病院が近くにない

無回答

回答

企業などで社員として就労

在宅勤務

個人事業主

回答

いくつもの病院に通わなければ
ならない

医療費の負担が大きい

その他

特に困っていることはない

通院や入院をするときに、付き添いを

してくれる人がいない

医師・看護師などの指示や説明が

よくわからない

専門的な治療をしてくれる病院が

近くにない

ちょっとした病気やケガのときに

受け入れてくれる病院が近くにない

いくつもの病院に通わなければ

ならない

医療費の負担が大きい

その他

特に困っていることはない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

5.5%

2.2%

23.1%

9.9%

5.5%

3.3%

3.3%

40.7%

6.6%

≪その他≫

・遠方の医療機関なので、交通費や宿代など

・町立病院が頼りにならない

・仕事をしているのでなかなか連れていけない

企業などで社員として就労

在宅勤務

個人事業主

家業（自営業）の手伝い

進学（大学･専門学校等）

福祉施設や作業所に就労

家庭や地域で過ごす

パート･アルバイト

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

33.1%

4.2%

2.5%

0.8%

23.7%

12.7%

1.7%

6.8%

8.5%

5.9%

≪その他≫

・好きなこと

・本人の自由で

・本人の意思を尊重したい

・自立して生活できるようになって欲しい

・自分のやりたいことにチャレンジして欲しい

・グループホーム

・まだ考えていない
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8 ご家族への支援について

問19. ご家族にどのようなサービスが必要だと思いますか。（○はいくつでも）

件数 %

12 10.5%

20 17.5%

11 9.6%

6 5.3%

18 15.8%

20 17.5%

3 2.6%

24 21.1%
※合計が100％とならない場合があります。

※合計が100％とならない場合があります。

「無回答」(21.1%)が最も多く、以下「家族の心理的サポート」・「家計に対する支援」(17.5%)、

「発達課題や利用できるサービスなどの支援について学び考える機会」(15.8%)の順になっている。

10 環境について

問20. 外出する時の手段は何ですか。（○はいくつでも）

件数 %

27 21.4%

2 1.6%

15 11.9%

62 49.2%

12 9.5%

1 0.8%

2 1.6%

3 2.4%

1 0.8%

1 0.8%

0 0.0%

※合計が100％とならない場合があります。

「自家用車」(49.2%)が最も多く、以下「徒歩」(21.4%)、「自転車」」(11.9%)の順になっている。

保護者・兄弟姉妹同士の交流
発達課題や利用できるサービスなど
の支援について学び考える機会
家計に対する支援

その他

送迎サービス

元気号

施設や病院などの送迎車

その他

無回答

自転車

自家用車

バス・電車

タクシー

回答

ディサービスやショートステイ

家族の心理的サポート

お子さんの通院時における
兄弟姉妹の託児

車いす

回答

徒歩

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

ディサービスやショートステイ

家族の心理的サポート

お子さんの通院時における

兄弟姉妹の託児

保護者・兄弟姉妹同士の交流

発達課題や利用できるサービスなど

の支援について学び考える機会

家計に対する支援

その他

無回答

10.5%

17.5%

9.6%

5.3%

15.8%

17.5%

2.6%

21.1%

≪その他≫

・子どもの安心できる部屋づくり、環境づくり

を一緒に考えてもらう機会があると嬉しい。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

徒歩

車いす

自転車

自家用車

バス・電車

タクシー

送迎サービス

元気号

施設や病院などの送迎車

その他

無回答

21.4%

1.6%

11.9%

49.2%

9.5%

0.8%

1.6%

2.4%

0.8%

0.8%

0.0%
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問21. 外出する時に困っていることは何ですか。（○はいくつでも）

件数 ％
4 4.3%
1 1.1%
1 1.1%
1 1.1%
4 4.3%
0 0.0%
9 9.8%
6 6.5%
1 1.1%
6 6.5%
8 8.7%
0 0.0%
1 1.1%

47 51.1%
3 3.3%

※合計が100％とならない場合があります。

「特に困っていることはない」(51.1%)が最も多く、以下「交通費の負担」(9.8%)、

「緊急時の対応」(8.7%)の順になっている。

11 地域防災について

問22. 災害が起こった際の不安は何ですか。（○はいくつでも）

件数 %
33 27.0%
25 20.5%
50 41.0%

5 4.1%
8 6.6%
1 0.8%

※合計が100％とならない場合があります。

「避難先での生活の不安」(41.0%)が最も多く、以下「災害の状況が伝わってこない場合の不安」(27.0％)、

「避難する際の移動の不安」(20.5%)の順になっている。

問23. 災害時に、避難所などで具体的に困ると思われることは何ですか。（○はいくつでも）

件数 %
40 26.1%
29 19.0%
14 9.2%

2 1.3%
25 16.3%
28 18.3%

7 4.6%
6 3.9%
2 1.3%

※合計が100％とならない場合があります。

「トイレのこと」(26.1%)が最も多く、以下「プライバシー保護のこと」(19.0%)、

「生活用具や日常のこと」(18.3%)の順となっている。

交通費の負担

発作など心身の変化

避難先での生活の不安
その他
特にない
無回答

回答
災害の状況が伝わってこない場合の
避難する際の移動の不安

回答

特にない
無回答

プライバシー保護のこと
コミュニケーションのこと
介助・介護のこと
薬や医療、補装具のこと
生活用具や日常のこと
その他

回答
トイレのこと

歩道・通路の段差・障害物
バスやタクシーなどの乗り降り
駐車場の利用
建物の階段・段差
駅構内の移動・乗り換え
介助者がいない

トイレの利用
周りの人に手助けを頼みにくい
周囲の目が気になる
緊急時の対応

その他
特に困っていることはない
無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

災害の状況が伝わってこない場合の不安

避難する際の移動の不安

避難先での生活の不安

その他

特にない

無回答

27.0%

20.5%

41.0%

4.1%

6.6%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

トイレのこと

プライバシー保護のこと

コミュニケーションのこと

介助・介護のこと

薬や医療、補装具のこと

生活用具や日常のこと

その他

特にない

無回答

26.1%

19.0%

9.2%

1.3%

16.3%

18.3%

4.6%

3.9%

1.3%

≪その他≫

・全部

・職場が保育園から遠い

・避難中の気持ちの切り替えができなかった場合の心配

・子どもが静かにできないと思うので周りに迷惑をかけてしまう。

・避難に対する判断、親が留守時の災害の判断

≪その他≫

・全部

・慣れない環境での不安からのパニック

・食事、水分の形態

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

歩道・通路の段差・障害物

バスやタクシーなどの乗り降り

駐車場の利用

建物の階段・段差

駅構内の移動・乗り換え

介助者がいない

交通費の負担

トイレの利用

周りの人に手助けを頼みにくい

周囲の目が気になる

緊急時の対応

発作など心身の変化

その他

特に困っていることはない

無回答

4.3%

1.1%

1.1%

1.1%

4.3%

0.0%

9.8%

6.5%

1.1%

6.5%

8.7%

0.0%

1.1%

51.1%

3.3%

≪その他≫

・多目的トイレにベッドがあると良い。
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12 切れ目のない支援について

問24. ライフステージにおいて情報が引き継がれないことで困ったことはありますか。

件数 ％

0 0.0%

4 5.4%

1 1.4%

2 2.7%

1 1.4%

56 75.7%

10 13.5%

※合計が100％とならない場合があります。

「困ったことはない」(75.6%)が最も多く、以下「無回答」(13.5％)、

「小学校入学時」(5.4%)の順となっている。

▶問24で入園時～その他と回答した方にお伺いします。

問25. どのようなことでお困りでしたか。（自由記載）

13 地域福祉への理解について

問26. 日常の援助などをボランティアが行うとしたら、どのようなサービスを受けたいと思いますか。

（○はいくつでも）

件数 %
7 6.7%
3 2.9%

14 13.5%
6 5.8%

14 13.5%
9 8.7%
3 2.9%

10 9.6%
2 1.9%
6 5.8%

21 20.2%
9 8.7%

※合計が100％とならない場合があります。

「受け入れたいとは思わない」(20.2%)が最も多く、以下「部屋の掃除」・「庭の手入れ」(13.5%)、

「買い物」(9.6%)となっている。

回答

入園時

小学校入学時

中学校入学時

高校入学時

その他

困ったことはない

無回答

回答
調理・片付け
洗濯
部屋の掃除
話し相手・相談相手
庭の手入れ
病院などへの送迎
代筆・代読
買い物
手話通訳・要約筆記
その他
受け入れたいとは思わない
無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

調理・片付け

洗濯

部屋の掃除

話し相手・相談相手

庭の手入れ

病院などへの送迎

代筆・代読

買い物

手話通訳・要約筆記

その他

受け入れたいとは思わない

無回答

6.7%

2.9%

13.5%

5.8%

13.5%

8.7%

2.9%

9.6%

1.9%

5.8%

20.2%

8.7%

●支援計画などある程度は把握して頂けてるものと思うが、全て最初から説明しなければならなかったこと

（伝える事が多いから仕方ないのだけれど…）親も記憶がだんだんはっきりしなくなってきていて困った。

●幼稚園では、グレーゾーン的な事も言われてこなくて、小学校に入ってから色々と目立ってきた。

●高等学校でのくらし方に不安。

🌼
🌼❀
❁
❀

≪その他≫

・まんべんなくあるといい

・親がいなくなった時はほとんどです

・学校以外の教育・育成

・子供の預かり

入園時

0.0%

小学校入学時

5.4%

中学校入学時

1.4%

高校入学時

2.7%

その他

1.4%

困ったこと

はない

75.6%

無回答

13.5%
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問27. 「障がい」に対して、広く町民の理解や地域・行政の社会的な支援が進んでいると思いますか。

件数 %

6 8.1%

16 21.6%

43 58.1%

0 0.0%

2 2.7%

4 5.4%

3 4.1%

※合計が100％とならない場合があります。

「どちらとも言えない」(58.1%)が最も多く、以下「多少進んできている」（21.6%）、

「進んできている」(8.1%)の順となっている。

問28. 「障がい」や「特別な支援」、「合理的な配慮」に対する町民の理解を深めるためには、

　　　　何が必要と思いますか。（○はいくつでも）

件数 %
9 4.7%

12 6.3%
38 20.0%
42 22.1%
34 17.9%
18 9.5%
21 11.1%

5 2.6%
11 5.8%

※合計が100％とならない場合があります。

「学校における福祉教育の充実」(22.1%)が最も多く、以下「園における福祉教育の充実」(20.0%)、

「障がいのある人の福祉的な就労」(17.9%)の順となっている。

ご意見やご要望、生活の中でのお困りごとがございましたら、ご自由にお書きください。

障がいのある人に対してのボラン

障がいのある人の地域活動への参加

回答

園における福祉教育の充実
学校における福祉教育の充実

講演会の開催や情報提供

障がいのある人の福祉的な就労
福祉施設の地域住民への開放

その他　

無回答　

その他
無回答

進んできている

多少進んできている

どちらとも言えない

多少後退してきている

後退してきている

回答

●園や小学校、その先の進学先へ、子どもの障害・特性の共通理解や支援方法を切れ目なくつなげて欲しい。

●障がいは人それぞれということをわかった上で、生活しやすい町に国になってくれるといいと思う。

●成長と共にだんだん状態は変化して、生活スペースを改良していかなければならなくなっているが補助が少ないと思う。

ただでさえ、補装具や日用品など、普通より多くかかっているので、父親だけの収入ではきついのに母親は働きに出る

ならフルタイムでなければならないが、出ることは不可能なので今後のことを考えると気持ちが落ち込んでしまう。

もっと支援があっても良いのでは？と思ってしまうが、これが現実です。

●経済的にきびしい。一括に所得で制限するのはやめて欲しい。ひとり親で経済的にきびしくて、子供との時間

を減らし夜も働いて収入を増やしているのに、収入が増えることで支援が大きく減るので、とても悪循環。

もう少し家庭の状況、ひとり親だから障害児がいるからなどの理由を考慮してほしい。

●手続きや相談窓口が分かりづらく、どこへ行けば良いかわからず、たらいまわしになった。

●役場の担当部署が分かれすぎていて負担。

進んできている

8.1%

多少進んできている

21.6%
どちらとも言えない

58.1%

多少後退し

てきている

0.0%

後退して

きている

2.7%

その他

5.4%
無回答

4.1%

🌼
🌼❀
❁
❀

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

講演会の開催や情報提供

障がいのある人に対してのボランティア活動

園における福祉教育の充実

学校における福祉教育の充実

障がいのある人の福祉的な就労

福祉施設の地域住民への開放

障がいのある人の地域活動への参加機会の促進

その他

無回答

4.7%

6.3%

20.0%

22.1%

17.9%

9.5%

11.1%

2.6%

5.8%

≪その他≫

・教育よりも絶対コミュニケーションが大事。

結局はふれあってみないとわからないと思う。

・障がいがあってもなくても同じ場で交流や学べる

場所があると、ただポツンと入ってこられた障が

い者を受け入れるよりも早く理解が進むと思う。

その前に設備を整える必要がある。

・障がいがある人や特別な支援の必要な人が、自立

して生活できる環境づくり

・あたり前にする事。特別な事はしない。別れ道を

周りがつくらない事。知らず知らずのうちに壁を

作られる事をなくす。

・支援は進んでいると思うが、

理解が進んでいない。
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≪調査概要≫ 

 障がいのある方の福祉に関する計画をつくるにあたり、このアンケート 

を実施しました。 

 

①  調査対象 

  ＞ 町内で障がい者福祉サービスを実施している事業所 

    福祉有償運送事業所 

 

②  調査対象件数 

  ＞ １３件 

 

③  調査方法 

  ＞ 郵送による調査 

 

④  調査期間 

  ＞ 発送：令和５年８月２４日（木） 締切：令和５年９月 2０日（水） 

 

⑤  回収数（率） 

  ＞  ９件（６９．３％） 

 

白老町障害福祉サービス事業所実態アンケート調査 

資料３ 
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❀ ❁
❀

 

 

 

問１ 現在、貴事業所が提供しているサービスで、今後、規模の拡大・縮小の予定や計画

がありましたら、お書きください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡大】 ０事業所 

 

【現状維持】 ４事業所 

・今のところ現状維持で考えております。 

・建物の大規模修繕の事業協議を行っているが、今後各事業所において定員規模等の拡大ま 

たは縮小の予定はございません。 

・現時点では予定はありません。 

・利用者の平均年齢を考えますと日中事業所において、少なくとも今後 15年以上は定員減 

ができないと考えられます。また、重度障害者の親亡き後等を含め、7棟ある 24時間型 

のグループホームは待機者が多くおり、いつ入居できるか見当がつかない状況です。短期 

入所の利用希望も増加傾向にあると思われます。 

・新たな 24時間型 GHや短期入所の定数を拡大するためには、人材の育成と確保が必要で 

ありますが、少子高齢化、人口減少の昨今では職員確保が大変困難な状況であり、建築資 

材の高騰や防災の見直し、運営コストの増加等も大きな課題です。 

・日中事業（生活介護、就労継続）の新規利用希望も見られますが、現状ではすべての日中 

事業所において定員以上の在籍率の為、受け入れるには定員の拡大もしくは新規事業の開 

始が必要と思われますが課題が多い状態です。 

 

【縮小・縮小検討】 ５事業所 

・居宅介護事業所として規模縮小の計画は無いが、欠員補充が出来ない状況でやむを得ず規 

模を縮小している現状である。これ以上減少が続くと、最低人数要件を満たさなくなるこ 

とも想定され、そうなった場合には事業廃止をせざるを得ない状況に陥る。 

・通院等乗降に関するサービスについては、人員確保や採算性の観点からあり方について規 

模縮小や廃止についても視野に入れながら検討中。 

・訪問介護（居宅介護・重度訪問介護）において、職員（ホームヘルパー）の減少と高齢化、 

新規採用が難しい状況から、事業の縮小、廃止も視野に検討しています。 

・各施設、段階的な改修を行っているが、個室対応など課題がある。課題解決策は、増改修 

 や建て替えが考えられるが、現在の土地では制約があるため、移転や定員減などを含め検 

討していく。 

≪調査結果≫ 
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問２ 昨今、福祉業界全体で、慢性的な人材不足による職員の確保が大変困難な状況とな 

っておりますが、貴事業所における人材不足の現状（人材不足により受け入れでき 

ない状況等）、人材確保のために取り組まれていること、また、町（行政）に対し人 

材確保のために求める、支援・取り組み・施策等がありましたら、お書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人材不足の現状】 

・居宅介護の人材不足は壊滅的な状況であり、10年前の平成２６年度には常勤換算で 

８.７名いた訪問介護員が、欠員補充が出来ない状況が続き、現在は３．５名と約４０%に 

減少しています。 

・需要に対する供給不足が続いており、サービスの依頼そのものをお断りしたり、要望 

回数や時間を減らして受け入れている状況にあります。 

・人材不足は年々進行しており、新規利用者様の受け入れを制限するなどで、なんとか続け 

ていますが、今後も事業継続は難しいと思われます。 

・なかなか難しい問題で、人材不足は解消できないのが現状です。 

・中途採用者がほとんどであるが、短期間（１～２年）の就業で退職してしまう。若い世代 

 （新規学生）はここ数年採用がなく、白老町の高校生を数名採用したが定着には至らなか 

った。 

・人材の確保が一番の悩みで、女性求むで広報に募集案内を出しましたが、１件の問い合わ 

せも来ませんでした。活動内容、勤務実態を把握していただき、行政から逆に紹介して下 

さるよう協力をしてほしいと思います。 

【人材確保のための取り組み】 

・現在の人員に永く勤めて頂けるように、業務には少しゆとりを持てるよう配慮しています 

が、新たな人材確保は難しいです。 

・当社としては、なるべく長く働いてもらいたいので、賃金は別として、働きやすい環境作 

りを提供できるように心がけています。（各自の生活に合わせて仕事をする） 

・現在、職員、利用者共に定員なので募集はしておりませんがハローワークや民間の求人サ 

イトを利用し募っています。 

・障がい分野に限った状況ではないが、看護師や相談員等の応募も少なく、特に生活支援員 

である介護職員の応募が新卒採用及び中途採用において、著しく減少しており、介護職員 

の補充に苦慮している。今回、特定技能外国人材の登用に向けて、インドネシア人の採用 

を行っている。 

・特に 20代 30代の職員が少なく、新卒採用は壊滅的な状況です。また、臨時職員の人数 

確保さえも苦慮している状況であり、今後さらに困難さは増すと思われます。 

 対策として人材補充の為、特定外国人の採用を令和 4年度 2名・令和 5年度 2名（着任 

済み）＋2名（未着任）と 6名の雇用し、今後も補充が必要と思われますが、特定外国人 

の導入費用も 5年間で 1名 250万円～300万円必要であり、経費負担は今後大きな課 

題です。 
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・職員確保の為、白老町以外からの赴任旅費規程の創設や奨学金補助規程の創設、常勤臨時 

職員への住宅手当の支給拡大など、待遇改善を行っております。 

・各種就職相談会、企業説明会などへの積極的な参加、ウエーブなどの求人発信。 

・道内の学校訪問、公的な機関への求人、広告掲載、ホームページによる掲載などを主に取 

り組んでいる。 

・インターンシップを計画したが、希望者がいなかった。 

 

【行政に求める支援・施策等】 

・質の高い外国人労働者の定着には日本語教育が欠かせません。特に介護福祉士国家資格の 

受験対策などは日本語教育が土台になります。白老町主催の日本語学校の開設や、交流拠 

点の設置等、白老町民として活躍していくには互いを理解しながら日本文化や白老の良さ 

を知っていただくことが必要と思います。地域共生事業の一つとして事業化をお願いした 

い。 

・白老町が特定外国人の紹介を行う等の方策をお願いしたい。 

・特に近年は少子高齢化により町内会をはじめ商工業等いたるところで機能が衰退している 

状況は白老町だけではありません。福祉と街づくり等、先駆的な取り組みを行っている先

進地に、行政職員と福祉施設職員が一緒に視察研修に行くなど、これからの白老町に導入

可能な知恵や工夫を研鑽し、白老版地域創生や地域共生の街づくりの活力につなぐことは

できないでしょうか。（官民人材育成・地域共生社会・地域創生・SDGz・脱炭素・町の

持続性） 

・居宅介護における人材確保施策は本来国が行うべきものですが、国の動きは鈍く国の動き 

を待っていたら町内業者は早晩立ちいかなくなるものと思われます。町には国の動きを待 

つことなく独自の支援策を打ち出して頂きたいと考えています。 

 対策としては ①独自の処遇改善策の実施 ②就職支援策の拡充 ③資格取得の助成拡 

大（無償化） ④専門学校生への奨学金支給 などを求めます。 

・限られた訪問介護員をより必要性の高い身体介護へ振り向けるため、生活に支障の無いか 

たちで居宅介護の給付制限が必要になってくるのではないでしょうか。例えば調理を配食 

サービスに変更することや、入浴介助をデイサービスに変更するなどが考えられます。 

 

🌼 

🌼 

❀ 

❁ 

❀ 



67 

 

問３ 利用者支援を行っていく中で、家族（親・兄弟等）にも支援が必要な複合的問題を 

抱えるケースが多くなってきていますが、事業所として実際に家族支援まで対応し 

たケースがありましたら、件数と差支えのない範囲でその支援内容等をお書きくだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直接家族支援をおこなった事はありませんが、母親を支援していて娘さんが高校で寮生活 

が始まる前に寮での生活の練習として娘さんと一緒に掃除をおこなったことはあります。 

・障害の家族はご家族も何らかの障害を持っているケースが多いと思われるため、生活状況、 

身体状況など問題はないか子供の将来的なことの親の考え方等々･･･家庭全体で様子を見 

るようにしています。必要時担当者と情報共有をおこなっています。 

・対象者だけではなく、家族全般で見て行かないとならないケースが多くなっており、教育 

委員会なども交え、情報の共有が必要になっていると思います。 

・過去には、ワクチン接種の予約方法が難しいというご家族のサポートをしたことがありま 

すが、ホームヘルパー個人の判断であり、事業所としては勧めていません。 

・３件支援実績あり（親の問題、お金の問題） 

・近年のケースでは７件 

 〇在宅利用者の保護者が軽度の知的障害があり生活費や養育の問題 

 〇在宅利用者の保護者が身体機能の低下や認知の低下 

 〇在宅利用者の家族（娘や息子）のトラブル 

 〇在宅利用者を取り巻く家族環境等 

 

 

🌼 

🌼 

❀ 

❁ 

❀ 
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問４ 障がい者施策や障がい福祉サービス全般について、ご意見等がありましたら、 

ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉有償運送事業】 

・福祉有償輸送事業所が人員の関係などで新規受け入れを制限している状況があり、今後増 

加するニーズに益々対応できなくなってくることが考えられます。デマンドバスの拡充や 

介護員の設置などを検討してもらい、軽度の要支援者の通院は公共交通機関で行けるよう 

にしてもらいたい。 

・福祉有償運送は人件費やガソリン代の高騰により経営が立ちいかなくなっています。だか 

らといって利用者負担を極端に値上げできない実態にあります。町が事業者に対する経営 

支援を行って経営の安定を図っていただきたい。これ以上事業者が減少したら通院難民問 

題はより深刻な状況に陥ります。 

 

【医療】 

・町内に在宅診療の仕組みを確立して町民の通院に対する負担軽減や看取りの問題を解決し 

てもらいたい。 

 

【生活全般】 

・ゴミ出しが出来ない町民が増えており、訪問介護員を取集日に合わせて派遣したりしてい 

る実態があります。町に個別収集を実施してもらいたい。 

 

【事業所運営】 

・白老町は、施設系の障がい福祉サービスについては、充実しているのではないかと感じて 

います。障がい福祉サービスの利用者は、年々増えていくと思われ、事業者が受け入れで 

きるように、行政との連携、事業者間の連携が、より必要になってくると思われます。 

・事業所側のスタッフの確保も含め、受け入れ体制を整えながら、新規利用ケースの受け入 

れに向け取り組んでいきたいと考えております。 

・事務業務の簡略化と言いながら、実際はかなり増えているので、実態を見てほしいと思っ 

ています。 

・最低賃金の 40円アップや、燃料費の増加、食品を含む物価高騰等は福祉事業の運営や障 

害者の地域生活に大きな影響を与えております。令和６年４月の報酬改定で対応が不足し 

た場合経営に大きな影響があると思われます。 

・白老町の人口減少が急激に進んでいる半面、福祉事業の規模縮小には少なくとも 15年～ 

20年以上のタイムラグが生じると思われます。そのタイムラグの期間はまさに今始まっ 

ており、今後さらに増大し運営困難になる可能性も考えられます（福祉事業の継続困難）。 
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【防災】 

・大規模災害（津波浸水）において、白老町内の住宅の 90％以上が浸水により居住困難に 

なる見込みですが、福祉施設においても同様であります。被災後の復興の為にも、福祉施 

設の被災防止や被災低減、早期事業再開等を考え、準備することが必要と思いますが、福祉法

人単独では難しい為、行政の支援をお願いしたい。（福祉と防災） 

 

【その他】 

・インフラ整備（光回線の整備）をぜひお願いします。 

・切れ目のない支援、関係機関の連携等の必要性の大切さを感じています。 

 

 🌼 

🌼 

❀ 

❁ 

❀ 
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計画書の説明 

＊「障害」「障がい」の表記について 

 白老町では、ノーマライゼーションの理念として、「心のバリアフリー」を推進するため、「障害」の「害」

の字をひらがなで表記することとしております。（「障がいのある方」など） 

 ただし、国の法令などに基づく制度や固有名詞などの表記は従来のままとします。 

(「身体障害者手帳など」) 

 

 

 

 

西暦対比表 

令和２年--------２０２０年   令和６年--------２０２４年 

令和３年--------２０２１年   令和７年--------２０２５年 

令和４年--------２０２２年   令和８年--------２０２６年 

令和５年--------２０２３年   令和９年--------２０２７年 
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